
eト
リ
主
局
、
。
ル

第
五
十
七
巻

第
二
競

卒
成
十
年
九
月
護
行

漢

代

の

光

藤

動

|
|
特
に
大
夫
を
中
心
と
し
て
|

|

米

田

健

志

じ

b
、
前

漢

後

宇

期

c
、
王
葬
時
代
お
よ
び
後
漢

第
二

一

章

光

旅

勅

第
一
節
郎
中
令
か
ら
光
線
勅
へ

第
二
節
光
線
勅
と
い
う
名
稽

第
三
節
光
糠
勅
の
機
能

お

わ

り

に

- 1一

は

め

に

第

一

章

光

稼

勅
の
大
夫

第

一

節

起

源

第

二

節

職

掌

第
三
節
官
秩
と
設
置
の
沿
革

第

四

節

機

能

第

五

節

祭

遜

a
、
前
漢
前
中
T

期

は

じ

め

207 

丞
相
・
大
司
馬
・
御
史
大
夫
を
頂
黙
と
し
て
、
そ
の
下
に
太
常
・
光
帳
動
・
衛
尉
・
太
僕
・
廷
尉
・

大
鴻
腫
・
宗

正
・
大
司
農
・
少
府
・
執
金
吾
等
の
諸
官
署
が
あ
り
、
政
治
の
各
方
面
を
分
携
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
官
署
の
職
掌
に
つ
い
て
は
、

漢
代
の
中
央
政
府
に
は
、

『
漢
書
』
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百
官
公
卿
表
や
『
縮
漢
窪
田』
百
官
志
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、

(
2
)
 

光
融
勤
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。

そ
の
記
述
は
概
略
的
で
、

(
1
〉

な
お
明
ら
か
で
な
い
黙
も
多
い
。
本
稿
で
取
り
上
げ
る

光
総
動
の
属
官
の
う
ち
郎
吏
に
つ
い
て
は
、

(
3
)
 

周
知
の
よ
う
に
、
巌
耕
皇
お
よ
び
増
淵
龍
夫
南
氏
の
研
究
が
あ
り
、
宮
殿
警
護
と
い
う
そ
の
具

睦
的
な
職
掌
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
郎
濯
を
通
じ
て
官
僚
の
重
要
な
供
給
源
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
の
重
要
性
を
論
註
さ
れ
て
い
る
。

し

か
し
な
が
ら
、
両
氏
と
も
、
郎
吏
と
郎
選
の
重
要
性
を
強
調
す
る
あ
ま
り
か
、

そ
れ
が
光
乱
脈
動
の
属
官
で
あ
る
こ
と
の
意
義
、
逆
に
言
え
ば、

郎
吏
を
擁
す
る
光
帳
勅
と
い
う
官
署
の
漢
代
官
僚
機
構
に
お
け
る
位
置
づ
け
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
や
や
等
閑
観
さ
れ
て
い
る
か
の
如
き

で
あ
る
。

か
か
る
親
貼
に
立
っ

て
、
本
稿
は
、
終
局
的
に
は
光
雄
動
の
機
能
に
つ
い
て
考
察
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
前
に
、

い
ま
少
し
明

ら
か
に
す
べ
き
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。

光
線
動
の
属
官
に
は
、

ま
た
そ
の
職
掌
上、

漠
代
濁
自
の
集
議
政
治
と
も
密
接
な
関
係
を
有
し
て
お
り
、
大
夫
に
つ
い
て
の
考
察

無
く
し
て
は
、
光
帳
動
の
機
能
を
明
ら
か
に
す
る
の
は
、
少
々
困
難
だ
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
現
在
こ
の
大
夫
に

つ
い
て
は
幕
論
と
呼
べ
る

(

4

)

(

5

)

 

ほ
ど
の
研
究
が
な
く
、
こ
れ
が
本
稿
に
お
い
て
、
光
総
動
の
大
夫
を
中
心
と
し
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
理
由
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、

郎
吏
の
ほ
か
に
大
夫
と
謁
者
が
あ
っ
た
が

こ
の
う
ち
大
夫

-2-

は、

そ
の
官
位
は
郎
吏
よ
り
高
く
、

第

章

光

旅

勤

の

大

夫

第

節

起

源

大
夫
に
つ
い
て
は
、

『
漢
書
』
各
一
九
上
百
官
公
卿
表
上

(
以
下
、
百
官
表
と
略
稽
)
に
は
、

郎
中
令
は
秦
官
、

宮
殴
披
門
戸
を
掌
る
、
丞
あ
り
。
武
一帝
太
功
元
年
(
前
一

O
四
)
名
を
更
め
て
光
縁
動
と
な
す
。

調
者
あ
り
、
比
自
な
秦
官
。

:
:
:
大
夫
は
論
議
を
掌
る
。

属
官
に
大
夫

・
郎



と
、
大
夫
が
「
論
議
を
掌
る
」
官
で
あ
る
こ
と
、

そ
の
起
源
が
秦
代
に
遡
る
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
し
か
し
、
本
来
大
夫
と
は
「
論
議
を
掌
る
」

官
の
名
稿
で
は
な
く
、
西
周
晩
期
に
現
れ
た
稽
謂
で
、
春
秋
時
代
に
お
い
て
は
、

(

6

)

 

う
ち
の
一
階
級
を
-意
味
し
た
。

王

・
諸
侯
・
卿
・
大
夫
・

土

・
庶
人
よ
り
な
る
身
分
制
度
の

で
は
、

如
何
な
る
経
緯
に
よ
り
秦
漢
時
代
の

「
論
議
を
掌
る
」
官
が、

大
夫
と
名
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う

力、

戦
園
時
代
に
は
、
身
分
に
係
る
稽
調
で
は
な
く
、
官
名
と
し
て
の
大
夫
の
例
が
現
れ
る
。
例
え
ば
、

(

7

)

 

名
が
み
え
る
。
ま
た
、
楚
に
は
三
聞
大
夫
な
る
官
が
あ
り
、
こ
れ
は
王
族
の
昭
・
屈

・
景
三
氏
を
掌
る
、
秦
漢
時
代
の
宗
正
の
如
き
官
で
、

(

8

)

(

9

)
 

の
屈
原
が
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
秦
に
は
宮
中
に
お
い
て
文
書
を
掌
る
官
と
し
て
、
御
史
大
夫
が
あ

っ
た。

こ
れ
ら
は
、

『
ロ
口
氏
春
秋
』
に
は
四
監
大
夫
な
る
官カ

い
ず
れ
も
大

夫
の
身
分
に
あ
る
者
が
一
定
の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
で
、
大
夫
が
官
職
名
と
し
て
固
定
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
同
様
に
、
論
議

を
専
門
と
す
る
大
夫
も
存
在
し
た
。

宣
王
は
文
周
子
激
設
の
土
を
喜
み
、
脇
街

・
淳
子
売
・
田
耕
・
接
予
・

慎
到

・
環
淵
の
如
き
の
徒
よ
り
七
十
六
人
、
皆
な
列
第
を
賜
い
、
上

ち
か

大
夫
と
な
り
、
治
め
ず
し
て
議
論
す
。
是
を
以
て
賓
の
覆
下
の
撃
土
復
た
盛
ん
に
し
て
、
数
百
千
人
に
且
し
。

『
史
記
』
巻
四
六
回
斉
世
家
に
は
、
戦
闘
中
期
の
こ
と
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
云
う
。

- 3 ー

理
下
の
拳
土
に
つ
い
て
は
、
降

っ
て
「
瞳
織
論
』
論
儒
篇
に
も
、

旗
門
の
宣
王
は
儒
を
褒
め
翠
を
念
び
、
孟
朝

・
淳
子
売
の
徒
は
上
大
夫
の
椋
を
受
け
、
職
に
任
ぜ
ず
し
て
園
事
を
論
ず
。
蓋
し
斉
の
稜
下
の

先
生
は
千
有
徐
人
な
ら
ん
か
。

と
あ
る
。
こ
こ
で
「
治
め
ず
し
て
議
論
す
」

「職
に
任
ぜ
ず
し
て
園
事
を
論
ず
」
と
い
う
の
は
、
稜
下
の
事
土
達
が
、
行
政

・
軍
事
等
に
関
わ

る
一
定
の
職
掌
を
持
た
ず
、
専
ら
政
治
に
つ
い
て
の
議
論
の
み
を
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
こ
れ
は
、

「論
議
を
掌
る
」
漢
代
の
大
夫
の
起
源

と
み
て
良
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、

(

印

〉
る。

こ
こ
に
「
上
大
夫
」
と
あ
る
の
は
、
未
だ
身
分
呼
稽
で
、
官
名
と
し
て
固
定
し
て
は
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

209 

し
か
し
、

(

日

)

さ
ら
に
降
っ
た
戦
園
末
期
の
秦
に
は
中
大
夫
令
な
る
官
が
存
在
し
た
。
百
官
表
に
「
大
夫
は
秦
官」

と
あ
る
太
中
大
夫
・
中
大
夫
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(ロ)

は
、
泰
代
に
は
、
漢
代
と
同
じ
く
官
職
と
し
て
固
定
し
、
こ
の
中
大
夫
令
に
属
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
中
大
夫

・
中
大
夫
令
の
「
中
」
と

(

日

)

は
、
上
中
下
の
中
で
は
な
く
、
宮
中
を
意
味
し
て
お
り
、
大
夫
が
宮
中
に
お
い
て
王
に
近
侍
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
。

こ
の
秦
の
大
夫
と
、
理
下
の
皐
土
と
を
比
較
す
る
と
、
二
つ
の
離
で
注
目
さ
れ
る
。
第
一
に
、
理
下
の
夢
土
が

い
わ
ば
食
客
と
し
て
上
大

夫
の
身
分
を
興
え
ら
れ
た
だ
け
な
の
に
劃
し
て
、
秦
の
大
夫
は
定
制
化
さ
れ
た
官
職
で
あ
る
こ
と
で
、
こ
れ
は
、
戦
闘
中
期
以
降
に
急
速
に
進

(
M
〉

(

日

〉

ん
だ
官
僚
制
の
整
備
・
強
化
に
針
躍
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
稜
下
の
撃
土
が
、
賓
の
園
都
臨
楢
の
城
門
附
近
に
居
た
の
に
劃
し
て
、
秦

の
大
夫
が
、
宮
中
に
近
侍
す
る
、

王
に
よ
り
身
近
な
存
在
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

(
児
)

そ
の
君
権
強
化
に
大
い
に
数
果
が
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

王
に
と

っ
て
、
顧
問
と
な
る
人
材
を
宮
中
で
常
に
待
機
さ

せ
て
お
く
こ
と
は
、

第
二
節

職

掌

大
夫
の
具
臨
的
な
職
掌
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
先
行
研
究
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
貼
が
多
い
の
で
、

」
こ
で
は
ご
く
簡
単
に
述
べ
る
に

-4  

と
ど
め
る
。

百
官
表
に
は
「
大
夫
は
論
議
を
掌
る」

と
簡
略
に
-
記
さ
れ
る
が
、

『
績
漢
書
』
百
官
志
二
(
以
下
、
百
官
志
と
略
構
)
に
は
、

凡
そ
大
夫
・
議
郎
は
皆
な
顧
問
腰
掛
を
掌
る
。
常
事
無
く
、
唯
だ
詔
令
の
使
す
る
所
な
り
。
凡
そ
諸
園
の
嗣
の
喪
は
、
則
ち
光
職
大
夫
弔

を
掌
る
。

と
あ
る
。
ま
ず
「
顧
問
陸
封
」
と
は
、

皇
帝
の
諮
問
に
昨
応
え
た
り
助
言
し
た
り
す
る
こ
と
で
、
時
に
具
瞳
的
な
政
策
立
案
も
行
っ
た
。
後
述
す

る
よ
う
に
、
特
に
前
漢
前
牟
に
お
い
て
は
、
大
夫
が
康
範
固
に
わ
た
る
様
々
な
問
題
に
つ
い
て
、
皇
帝
の
ブ
レ
ー
ン
ト
ラ
ス
ト
と
し
て
閥
わ
っ

(

げ

)

て
い
た
こ
と
が
み
て
と
れ
る
。

(

団

)

ま
た
、
大
夫
は
集
議
に
参
加
す
る
資
格
を
有
し
て
い
た
。
例
え
ば
、

『
漢
書
』
巻
六
四
上
主
父
恒
俸
に
は
、
主
父
僅
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
朔

方
郡
設
置
の
建
言
に
つ
い
て
、



上

(
H武
帝
)
そ
の
読
を
覚
、
公
卿
に
下
し
議
せ
し
む
も
、
皆
な
不
便
な
る
を
言
う
。
公
孫
弘
日
く
、

ゃ

河
に
築
く
も
、
終
に
就
す
べ
か
ら
ず
。
己
め
て
之
を
棄
て
よ
、
と
。

奏
時
嘗
て
三
十
寓
の
衆
を
裂
し
北

(中
大
夫
〉
朱
買
臣
は
弘
を
難
拙
し
、
塗
に
朔
方
を
置
く
。

と
あ
り
、
こ
の
時
に
、
集
議
に
お
い
て
公
孫
弘
ら
群
臣
の
反
劃
意
見
を
論
破
し
た
の
が
、
恐
ら
く
は
武
一
帝
の
内
意
を
受
け
た
中
大
夫
朱
買
臣
で

百
官
表
に
「
大
夫
は
論
議
を
掌
る
」
と
あ
る
の
は
、

こ
の
よ
う
に
大
夫
が
集
議
で
の
議
論
に
参
加
し
た
こ
と
を
い

っ
た
も
の
で
あ

る
。
た
だ
し
、
集
議
は
そ
の
本
質
と
し
て
皇
帝
の
諮
問
機
関
の
域
を
出
る
こ
と
は
な
く
、
大
夫
の
集
議
参
加
は
、
賢
い
意
味
で
「
顧
問
麿
劉」

ま
ず
第
一

に
含
ま
れ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
結
局
、
大
夫
の
職
掌
と
し
て
は
、
ブ
レ
ー
ン
ト
ラ

ス
ト
と
し
て
の
皇
帝
の
諮
問
に
麿
え
る
こ
と
が
、

あ
丹
、
た
。

に
奉
げ
ら
れ
る
。

(

川

口

)

大
夫
に
は
皇
帝一
の
使
者
と
し
て
の
職
務
も
あ
っ
た
。
百
官
志
は

「凡
そ
諸
園
の
嗣
の
喪
は
則
ち
光
稔
大
夫
、
弔
を
掌
る
」
と
す
る
が
、
軍司

漢

室
田
』
巻
六
八
霊
光
俸
に
、

と
あ
る
よ
う
に
、

光
嘉
じ
、

上

(H
宣
一
帝
〉
お
よ
び
皇
太
后
は
親
し
く
光
の
喪
に
臨
む
。
太
中
大
夫
任
宣
は
侍
御
史
五
人
と
と
も
に
節
を
持
し
喪
事
を
護
す。

「
諸
園
の
嗣
」
以
外
に
も
霊
光
の
如
き
功
臣
の
場
合
に
お
い
て
は
、
大
夫
が
葬
儀
を
監
督
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、

- 5一

葬
犠
以
外
で
も
、
圏
内
外
に
大
夫
が
使
者
と
し
て
涯
遣
さ
れ
る
例
が
あ
る
。

『
後
漢
書
』
停
一
六
伏
陸
俸
に
は
、

時

(H
建
武
二
年
)
に
、

張
歩
兄
弟
は
各
々
彊
兵
を
擁
し
、

援
り
て
湾
地
を
有
つ
。

隆
を
奔
し
て
太
中
大
夫
と
な
し
、

節
を
持
し
主円
徐
二

州
に
使
い
し、

郡
園
を
招
降
せ
し
む
。

(

却

)

と
あ
り
、
使
者
と
し
て
涯
遣
す
る
た
め
に
、
伏
隆
を
太
中
大
夫
に
任
命
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
百
官
表
に
は、

西
域
都
護
は
加
官
。
宣
一
帝
地
節
二
年

(
前
六
八
〉
初
め
て
置
く
。
騎
都
尉

・
諌
大
夫
を
以
て
西
域
三
十
六
園
を
護
せ
し
む
。

(

幻

)

と
あ
る
が
、
西
域
都
護
は
使
西
域
都
護
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
使
者
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
官
で
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う
な
諌
大
夫
ヘ
の
西

211 

域
都
護
の
加
官
や
、
震
光
の
葬
儀
を
監
督
し
た
太
中
大
夫
任
宣
が
、
使
者
の
詮
た
る
節
を
持
し
て
い
た
こ
と
な
ど
、

〈

詑

)

と
し
て
の
職
掌
の
範
圏
内
に
あ
る
こ
と
と
言
え
よ
う
。

い
ず
れ
も
、
大
夫
の
使
者
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以
上
、
大
夫
の
具
盤
的
な
職
掌
と
し
て
は
、
皇
帝
の
-ブ
レ
ー
ン
ト
ラ
ス
ト
お
よ
び
使
者
と
い
う
こ
つ
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、

皇
帝
の
命
令
が
あ
っ
て
初
め
て
生
じ
る
職
務
で
あ
り
、
命
令
の
な
い
限
り
、
大
夫
は
宮
中
に
て
待
機
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
百
官
志
に
「
常
事

無
く
、
唯
だ
詔
令
の
使
す
る
所
な
り
」
と
言
う
の
は
、
こ
の
こ
と
を
示
し
、
大
夫
の
職
掌
が
未
分
化
な
朕
態
に
あ

っ
た
こ
と
を
物
語
っ

て
い
る
。

第
三
節

官
秩
と
設
置
の
沿
革

漢
代
に
お
い
て
官
位
の
上
下
を
表
す
の
は
、
上
は
高
石

・
中
二
千
石
か
ら
下
は
百
石

・
斗
食
に
至
る
ま
で
、
十
数
等
に
分
か
た
れ
た
官
秩
で

あ
プ
た
。
し
か
し
、
百
官
表
・
百
官
志
を
み
る
限
り
、
大
夫
に

つ
い
て
は
そ
の
官
秩
が
明
確
で
な
い
場
合
が
あ
る
。
以
下
で
は
、
大
夫
の
官
秩

を
明
ら
か
に
し
、
あ
わ
せ
て
そ
の
設
置
の
沿
革
を
跡

c

つ
け
た
い
。

太
中
大
夫

・
中
大
夫

・
諌
大
夫
あ
り
、
皆
な
員
無
く
、

多
き
は
数
十
人
に
至
る。

武
一
帝
元
狩
五
年

(前
二

八
)
'
初
め
て
諌
大
夫
を
置
く

- 6ー

前
漢
の
大
夫
の
官
秩

・
沿
革
に
つ
い
て
は
、

百
官
表
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

秩
は
比
八
百
石
。
太
初
元
年
(
前
一

O
四
)
名
を
更
め
て
中
大
夫
を
光
雄
大
夫
と
な
す
、
秩
は
比
二
千
石
。

太
中
大
夫
は
、
秩
は
比
千
石、

故
の
如
し
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
漢
初
に
は
太
中
大
夫
と
中
大
夫
の
み
が
存
在
し
、
元
狩
五
年
に
秩
比
八
百
石
の
諌
大
夫
が
設
置
さ
れ
た
。
太
初
元
年
に
郎
中

令
が
光
総
動
と
改
稿
さ
れ
た
の
に
仲
い
、
中
大
夫
は
秩
比
二
千
石
の
光
稔
大
夫
に
改
め
ら
れ
た
。

ま
た
、
太
中
大
夫
の
官
秩
は
太
初
元
年
以
降

も
、
そ
れ
以
前
と
同
様
に
比
千
石
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
光
稔
大
夫
と
改
め
ら
れ
る
以
前
の
、
中
大
夫
の
官
秩
は
何
石
か
。

『
漢
書
』
巻
四
文
一帝一
紀
後
六
年
僚
で
顔
師
古
は
、

中
大
夫
は
郎
中
令
の
属
官
、
秩
比
二
千
石
。

と
注
す
が
、
こ
れ
は
諜
り
で
あ
ろ
う
。
百
官
表
に
は

「
太
中
大
夫

・
中
大
夫

・
諌
大
夫
」
の
順
に
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
三
大
夫
の
序
列
を



(
m
A
)
 

示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
中
大
夫
の
官
秩
は
、
太
中
大
夫
の
比
千
石
未
満
、
諌
大
夫
の
比
八
百
石
以
上
と
な
ろ
う
。
さ
ら
に
、
光

融

動

の

属

官

の

官

秩

は

、

お

よ

び

漢

代

に

は

九

百

石
の
官
秩
が
存
在
し
な
か

っ
た
可

(

M

A

)

(

お
〉

能
性
が
高
い
こ
と
か
ら
、
中
大
夫
の
官
秩
は
比
八
百
石
だ
っ
た
と
す
る
の
が
、
安
嘗
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
諌
大
夫
の
官
秩
は
、
嘗
初
は
比
八
百
石
だ
司
た
が
、
成
一
一
帝
陽
朔
二
年
(
前
二
三
)
に
八
百
石
と
五
百
石
の
官
秩
が
慶
止
さ
れ
、

〈
M

m

)

ぞ
れ
六
百
石
と
四
百
石
に
吸
牧
さ
れ
た
の
に
伴
い
、
比
六
百
石
に
改
め
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

一
部
の
例
外
を
除
い
て
、
多
く
が
比
幾
石
で
あ
る
こ
と
、

そ
れ

後
漢
の
大
夫
に
つ
い
て
は
百
官
志
二
に
記
さ
れ
て
い
る
。

光
旅
大
夫
は
比
二
千
石
。
本
注
に
日
く
、
員
無
し
。
:
:
:
太
中
大
夫
は
千
石
。
本
注
に
日
く
、
員
無
し
。
中
散
大
夫
は
六
百
石
。
本
注
に

と
こ
ろ
が
、

日
く
、
員
無
し
。
諌
議
大
夫
は
六
百
石
。
本
注
に
日
く
、
員
無
し
。

こ
の
僚
の
劉
昭
注
補
に
引
く
『
漢
官
』
、
『
積
漢
書
』
輿
服
志
下
劉
昭
注
補
の
引
く

『東
親
書
』

お
よ
び

(
H
『東
観
漢
記
』
〉
に

- 7 ー

は
、
そ
れ
ぞ
れ
全
く
異
な
る
数
字
が
記
さ
れ
て
い
る
(
表
1
参
照
〉
。

(

幻

)
で
、
そ
の
意
味
で
は
耳
目
代
成
書
の

『
漢
官
』

に
つ
い
て
は
詳
細
は
不
明
だ
が、

後
漢
以
前
の
成
書
は
確
貫

『
績
漢
書
』

百
官
志
よ
り
は
信
愚
性
が
高
い
と
は
言
え
る
。

し
か
し
、

後
漢
中
期
成
書
の
『
東
観
漢
記
』

は
、
少
々
問
題
と
な
ろ
う
。
果
た
し
て
い
ず
れ
の
数
字
が
正
し
い
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、

『
東
観
漢
記
』
だ
が
、
こ
の
僚
冒
頭
に
「
建
武
元
年
云
ん
と
と
あ
り
、
各
官
職
の
官
秩
を
列
摩
す
る
中
に
、
建
武
年
聞
に
省
か
れ
た

お
そ
ら
く
、
こ
こ
に
記
さ
れ
た
大
夫
の
官
秩
も
、
建
武
初
年
の
僅
か
な

一
時
期

郡
都
尉
や
丞
相
司
直
等
に
つ
い
て
の
記
載
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

の
嘗
制
を
述
べ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
光
武
一
一
帝
の
時
に
は
何
度
か
の
官
制
改
獲
が
あ
り
、
そ
の
問
、
大
夫
の
官
秩
に
も
出
変
更
が
あ

っ
た
可
能
性

(

お

)

は
否
定
で
き
な
い
。
以
下
、
論
貼
を
『
績
漢
書
』
百
官
志
と
『
漢
官
』
と
の
比
較
に
し
ぼ
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
光
雄
大
夫
の
官
秩
に
つ
い
て
は
、

『
漢
官
』
も
異
説
を
立
て
な
い
か
ら
、
比
二
千
石
で
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
。
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つ
い
で
太
中
大
夫
だ
が
、
そ
の
官
位
の
上
下
を
窺
わ
せ
る
史
料
を
『
後
漢
書
』
中
に
求
め
る
と
、
ま
ず
列
博
四
四
楊
業
停
に
は
、
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表

後
漢
の
大
夫
の
官
秩
に
つ
い
て
の
諸
書
の
異
同

逼E買司

斉臓儀』『 宋書 漢官LEa 司 弱者書誓奥'- b 

典験官
百官τ"$ ニ.、

最書漢
百

望書
官志

f軍h司、

綴漢書

百 色直

十巻 官τ，ot 、

興限志罰
事

注所、ヲJ| 、、J

光

支l11 支| 蔽

大

夫

比 上七 太

11 
史80 

中
0 人 0 人 大

(1) 夫

比 中

11 無員0 0 六 11 
散

0 人 0 人 大
(.) 夫

貫|61 11 無負8 六 夫喜0 人 8 

*
各
欄
の
右
側
が
官
秩
、
左
側
が
員
数
。

ホ
*
'ー
ー
は
、
そ
の
項
目
に
つ
い
て
記
載
の
な
い
も
の
。

ωも
と
「
中
大
夫
」
に
作
る
が
、
「
太
」
の
誤
脱
と
恩
わ
れ
る
。

ω職
官
典
十
六
に
よ
る
。

ω同
右
。

ω同
右

O

M
W
職
官
血
ハ
三
に
よ
る
。

- 8ー

(
乗
)
任
城
相
に
還
る
、
:
:
:
桓
一帝一
即
位
し
、
向
蓄
に
明
ら
か
な
る
を
以
て
徴
さ
れ
て
入
り
て
講
を
勧
め
、
太
中
大
夫
を
奔
す
。

と
あ
り
、
列
俸
一
五
劉
寛
俸
に
は
、

〈
寛
)
南
陽
太
守
に
遜
り
、

三
郡
を
典
歴
す
。
:
:
:
人
々
徳
に
感
じ
行
を
輿
し
、

日
々
に
化
す
る
所
あ
り
。
霊
帯
初
め
、
徴
さ
れ
て
太
中

大
夫
を
奔
す
。

と
あ
り
、
列
傍
五
五
段
頴
俸
に
は
、

〈穎
)
復
た
司
隷
校
尉
と
な
り
、
数
歳
に
し
て
、
頴
川
太
守
に
轄
じ
、
徴
さ
れ
て
太
中
大
夫
を
奔
す
。



と
、
霊
帝
時
代
の
段
頴
の
官
歴
を
記
す
。
こ
の
三
名
は
、

い
ず
れ
も
秩
二
千
石
の
郡
園
守
相
か
ら
太
中
大
夫
に
遁
っ
て
い
る
が
、

い
ず
れ
も
左

遜
さ
れ
た
様
子
は
な
く
、
む
し
ろ
地
方
か
ら
中
央
へ
の
築
轄
と
み
て
よ
い
。
橿
霊
期
と
時
代
が
降
る
例
の
み
で
、
少
々
難
が
あ
る
が
、
少
な
く

と
も
後
漢
後
半
に
は
太
中
大
夫
の
地
位
は
郡
園
守
相
と
ほ
ぼ
同
等
で
あ
り
、
そ
の
官
秩
は
、
百
官
志
に
い
う
千
石
で
は
な
く
、

『
漢
官
』

に
い

う
よ
う
に
比
二
千
石
だ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

中
散
大
夫
の
官
秩
も
、

『
漢
官
』
に
い
う
よ
う
に
比
二
千
石
だ
?
た
と
思
わ
れ
る
。

『
宋
書
』
巻
三
九
百
官
志
上
に
は
、

中
散
大
夫
は
王
奔
の
置
く
所
な
り
、
後
漢
は
こ
れ
に
因
る
。

(

却

)

王
奔
は
、
そ
の
官
制
改
革
に
お
い
て
比
二
千
石
を
「
中
大
夫
」
と
改
稿
し
て
お
り
、
中
散
大
夫
は
、

(
初
)

閑
な
る
も
の
と
い
う
意
味
で
命
名

・
設
置
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
後
漢
の
中
散
大
夫
は
、

と
云
う
。

「中
大
夫
H
比
二
千
石
」
の
散

」
れ
を
種
承
し
た
も
の
で
あ
り
、

そ
の
官
秩
は
や
は

り
比
二
千
石
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

諌
議
大
夫
の
官
秩
に
つ
い
て
は
、

『
漢
官』

も
異
読
を
立
て
な
い
が
如
何
だ
ろ
う
か
。

『
後
漢
書
』
列
停
四

一
陳
樟
俸
に
は
、
安
一帝
の
時
に
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陳
輔
が左

鴻
矧
に
遁
り
、

入
り
て
諌
議
大
夫
を
奔
す
。

と
あ
る
が
、
諌
議
大
夫
が
、

百
官
志
に
い
う
よ
う
に
秩
六
百
石
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
左
遜
人
事
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
記
事
か
ら
は
、

そ
の
よ
う
な
様
子
は
窺
え
な
い
。
ま
た
、

『
績
漢
書
』
百
官
志
五
に
は
衣
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

奮
は
列
侯
奉
朝
請
の
長
安
に
在
る
者
は
、

位
は
三
公
に
衣
ぐ
。

中
興
以
来
、

唯
だ
功
徳
を
以
て
位
特
進
を
賜
う
者
は
、

車
騎
将
軍
に
次

ぐ
。
位
朝
侯
を
賜
う
者
は
、

五
校
尉
に
衣
ぐ
。
位
侍
洞
侯
を
賜
う
者
は
、
大
夫
に
衣
ぐ
。
そ
の
徐
の
肺
附
及
び
公
主
の
子
孫
た
る
を
以
て

墳
墓
を
京
都
に
奉
ず
る
者
は
、

ま
た
時
に
随
い
見
曾
し
、
位
は
博
士

・
議
郎
の
下
に
あ
り
。

(
M

U

)

 

こ
こ
で
は
、
三
公
・
車
騎
将
軍
・
五
校
尉

・
博
士

・
議
郎
と
と
も
に
、
大
夫
が
列
侯
の
位
の
上
下
を
表
す
際
の
基
準
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
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大
夫
と
は
、
光
緑

・
太
中
・
中
散
・
諌
議
の
四
大
夫
を
一
括
し
て
い
?
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
同
様
の
例
は
、

百
官
志
二
の
劉
昭
注
補
に
も
み
え



216 

る

胡
既
日
く
、

・:
:
此
の
四
等
(
筆
者
注
。
光
線

・
太
中

・
中
散

・諌
議
の
四
大
夫
の
こ
と
)
は
、
古
に
お
い
て
は
皆
な
天
子
の
下
大
夫
た
り
て
、

列
園
の
上
卿
に
覗
せ
ら
る
。

従
っ
て
、
諌
議
大
夫
の
官
秩
も
、
他
の
三
大
夫
と
同
等
の
比
二
千
石
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

『
漢
書
』
各
九
九
中
王
奔
俸
中
に
は
、

王
奔
に
よ
る

築
奪
に
伴
う
、
漢
の
宗
室
劉
氏
の
蕗
遇
に
つ
い
て
、

(

勾

)

と
あ
る
が
、
こ
こ
で

「徒」

に
は
、
同
等
の
官
職
聞
の
異
動
と
い
う
意
味
が
あ
る
と
思
わ
れ
、
こ
れ
よ
り
、

諸
劉
の
郡
守
た
る
も
の
は
、
皆
な
徒
し
て
諌
大
夫
と
な
す
。

王
奔
時
代
の
諌
大
夫
の
官
秩
は、

郡
太
守
と
ほ
ぼ
同
等
の
比
二
千
石
だ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
後
漢
は
、

(
お
〉

あ
る
。

こ
の
秩
比
二
千
石
の
諌
大
夫
を
縫
承
し
、
諌
議
大
夫
と
改
稿
し
た
の
で

す
る
。
ま
た
、

以
上
よ
り
、
後
漢
の
大
夫
の
官
秩
は
、
光
融

・
太
中

・
中
散

・
謀
議
の
い
ず
れ
も
比
二
千
石
だ

っ
た
、
と
の
卑
見
を
提
出
し
て
お
く
こ
と
と

そ
の
員
数
に
つ
い
て
は
、
後
世
の
百
官
志
や
政
書
類
は
、
多
く
『
漢
官
』
の
数
字
に
従
っ
て
お
り
(表
1
参照)、

他
に
徴
す
ベ

- 10 -

き
材
料
も
な
く
、
筆
者
も
こ
れ
に
従
い
た
い
。

第
四
節

機

前
節
ま
で
は
、
主
と
し
て
百
官
表
・

百
官
志
を
用
い
て
大
夫
の
職
掌

・
官
秩
を
み
て
き
た
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
、
漢
代
の
官
僚
機
構
に
お
け

る
大
夫
の
果
た
す
機
能
は
明
ら
か
に
し
得
な
い
。

大
夫
と
い
う
官
職
の
性
格
を
知
る
上
で
注
目
す
べ
き
は
、

『
漢
書
』
巻
六
四
上
最
助
俸
の
次
の
記
事
で
あ
る
。

針
策
す
る
も
の
百
蝕
人
、
武
一帝
は
助
の
射
を
善
し
と
し
、
是
れ
よ
り
濁
り
助
を
擢
ん
で
て
中
大
夫
と
な
す
。
後
に
朱
買
臣

・
吾
丘
蕎
王

・

司
馬
相
如

・
主
父
値

・
徐
築

・
巌
安

・
東
方
朔

・
枚
泉

・
腰
倉

・
終
軍
・
巌
葱
奇
等
を
得
、

並
び
に
左
右
に
在
り
。

上

(H
武
帝
)



は
助
等
を
し
て
大
臣
と
縛
論
せ
し
め
、
中
外
は
相
麿
ず
る
に
義
理
の
文
を
以
て
す
(注
。
師
古
田
く
、
中
は
天
子
の
賓
客
を
調
う
、
巌
助

の
若
き
の
輩
な
り
、
外
は
公
卿
大
夫
を
謂
う
な
り
)
。

顔
師
古
に
よ
る
と
、
巌
助
・
朱
買
臣

・
吾
丘
署
王
等
、
主
と
し
て
大
夫
も
し
く
は
郎
中
の
官
を
興
え
ら
れ
て
武
一帝
に
近
侍
し
た
者
た
ち

は、

(

鈍

)

「
天
子
の
賓
客
」
と
さ
れ
、
朝
廷
の
大
臣
達
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
客
」
と
は
、
戦
園
時
代
か
ら
漢
初
の
高
租
集
圏
に
至
る
ま
で
し

ば
し
ば
現
れ
る
語
だ
が
、
要
す
る
に
、
主
家
に
寄
食
し
、

主
人
と
の
聞
に
、
人
格
的
信
頼
に
基
づ
く
私
的
な
主
従
関
係
を
結
ん
だ
者
の
謂
い
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
巌
助
等
は

「客
」
と
し
て
、
武
一帝
と
の
聞
に
私
的
な
主
従
関
係
を
結
ん
だ
家
臣
た
る
性
格
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ

の
こ
と
は
、

『
漢
室
酉
』
巻
七
二
貢
馬
停
に
、

(
貢
)
高
上
書
し
て
日
く
、
:
・:
(
再
)
奔
さ
れ
て
諌
大
夫
と
な
り
、

(
注
。
師
古
田
く
、
太
官
そ
の
食
を
給
す
る
を
調
う
〉
、

秩
は
八
百
石
、

食
を
太
官
よ
り
康
け

又
た
四
時
の
雑
縛
・
綜
紫

・
衣
服

・
酒
肉
・
諸
果
物
を
賞
賜
す
る
を
蒙
る
、

徳

奉
銭
は
月
に
九
千
二
百
。

厚
は
甚
だ
深
し
。

-11ー

「
食
を
太
官
よ
り
痩
け
」
た
と
は
、
大
夫
の
日
常
の
食
餌
が
、
少
府
所
属
の
太
官
令
か
ら
支
給
さ

(

お

〉

れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
少
府
は
、

言
う
ま
で
も
な
く
皇

一一帝
の
私
的
財
政
を
掌
る
官
署
で
あ
り
、
大
夫
が
皇
一帝
の
私
臣
た
る
こ
と
を
極
め
て

と
あ
る
こ
と
か
ら
も

一
層
明
ら
か
と
な
る
。

具
盟
的
に
一
不
す
だ
ろ
う
。

『
漢
書
』
巻
八
二
王
一
商
俸
に
、

ま
た
、-

商
は
相
を
尭
ぜ
ら
れ
て
三
日
に
し
て
、

語
し
て

戻
侯
と
日
う
。

侍

・
諸
曹

・
大
夫

・
郎
吏
た
る
者
は
、
皆
な
出
て
吏
に
補
せ
ら
れ
、
留
り
て
給
事

・
宿
衛
す
る
を
得
る
者
莫
し。

病
を
設
し
欧
血
し
亮
ず
、

一
一
商
の
子
弟
親
属
の
附
馬
都
尉

・
侍
中

・
中
常

と
あ
る
よ
う
に
、
大
夫
は
、

や
は
り
皇
帝
の
私
臣
た
る
郎
吏
等
と
同
じ
く
、

(
町
四
〉

は
、
武
一帝
時
代
に
は
、
未
央
宮
内
の
承
明
庫
で
あ
り
、
前
漢
末
京
一
帝
一
の
頃
に
は
、 日以宮山、

大
夫
が
宿
衛
し
て
い
た
の

(

幻

)

や
は
り
未
央
宮
内
に
あ
る
高
門
肢
で
あ
っ
た
。

宮
殴
内
に
宿
衛
し
て
い
た
。

217 

こ
の
よ
う
に
大
夫
は
、
皇
帝一
の
私
的
な
家
臣
で
あ
る
こ
と
、

日
常
的
に
宮
殿
内
に
宿
衛
し
て
い
た
こ
と
な
ど、

同
じ
光
緑
動
の
属
官
た
る
郎
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吏
と
酷
似
し
て
い
る
が
、
大
夫
が
「
貯
才
池
」
、

官
僚
議
備
員
た
る
性
格
を
持
つ
こ
と
も
、

郎
吏
と
同
様
で
あ
っ
た。

『
漢
書
』
巻
七
八
粛
望

之
停
に
は

是
の
時

(
H宣
-
帝
時
)
、
博
士

・
諌
大
夫
の
政
事
に
通
じ
た
る
者
を
選
び
て
、
郡
園
の
守
相
に
補
す
。

と
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
宣
一
帝
一
時
代
の
諌
大
夫
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
前
漢
に
お
い
て
大
夫
に
就
任
し
た
者
の
多
く
は
、

や
が
て
は
郡
園
守

相
や
中
央
の
二
千
石
以
上
の
高
官
へ
と
昇
進
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
(
末
尾
表
2
参
照
)
。

さ
て
、

か
く
官
僚
議
備
員
た
る
性
格
を
有
す
る
大
夫
へ
の
補
任
は
、
具
韓
的
に
は
ど
の
よ
う
に
矯
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
第

一
に
、
賢
良

・

方
正
等
の
制
科
に
翠
げ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

『
漢
書
』
巻
四
九
晶
錯
俸
に
、

有
司
に
詔
し
て
賢
良
文
撃
の
士
を
穆
げ
し
む
る
に
、
錯
は
選
中
に
在
り
、
:
:
:
封
策
す
る
者
は
百
徐
人
、
唯
だ
錯
の
み
高
第
と
な
り
、
是

れ
よ
り
中
大
夫
に
遜
る
。

敦
朴
能
直
言
に
傘
げ
ら
れ
、

召
さ
れ
て
宣
室
に
見
え
、
政
事
の
得
失
を
劉
え
、
超
え
て
太
中
大
夫
に
遜
る
。

- 12ー

と
あ
り
、

『
漢
書
』
巻
八
六
王
嘉
俸
に
、

と
あ
る
の
が
、
そ
の
例
で
あ
る
。
第
二
に
、

州
よ
り
茂
材
に
邸
宅
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
衛
宏
『
漠
蓄
儀
』
に
は
、

刺
史
は
民
の
茂
材
あ
る
を
奉
げ
、

名
を
丞
相
に
移
す
。

丞
相
は
考
召
し
、

明
経
一
科
・
明
律
令

一
科

・
能
治
劇
一
科
、

各
々
一
人
を
取

る
。
詔
も
て
諌
大
夫

・
議
郎
・
博
士

・
諸
侯
王
侍
・
僕
射
・
郎
中
令
を
選
ぶ
に
は
、
明
経
を
取
る
。

と
記
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
諌
大
夫
と
な
っ
た
質
例
は
見
あ
た
ら
な
い
。
こ
れ
に
限
ら
ず
、

の
あ
る
二
百
名
以
上
の
大
夫
の
う
ち
、
大
夫
補
任
の
理
由
・
朕
況
が
示
さ
れ
る
例
は
、
残
念
な
が
ら
ご
く
僅
か
で
あ
り
、
明
ら
か
で
な
い
部
分

『
漢
書
』

『
後
漢
書
』
に
記
録

の
方
が
多
い
。

し
か
し
、
と
も
あ
れ
、
こ
れ
ら
の
例
か
ら
、
前
漢
時
代
に
お
け
る
官
僚
の
昇
準
に
、
制
科
針
策

・
州
奉
茂
材
|
|↓
大
夫
|
↓
郡
園
守
相

・
二

千
石
と
い
う
一
つ
の
径
路
が
存
在
し
た
と
と
が
明
ら
か
と
な
ろ
う
。



福
井
重
雅
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
漢
代
の
官
僚
は
、
そ
の
官
秩
に
よ
っ
て
、
百
石
以
下
・
斗
食
等
の
最
下
級
官
秩
層
、
比
二
百
石
か
ら
四
百

石
ま
で
の
下
級
官
秩
層
、
比
六
百
石
か
ら
千
石
ま
で
の
上
級
官
秩
層
、
そ
し
て
比
二
千
石
以
上
の
最
高
官
秩
層
の
四
ク
ラ
ス
に
分
か
れ
て
お

(

m
品

)

四
百
石
と
比
六
百
石
の
聞
に
は
、
巌
然
た
る
区
別
が
存
在
し
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
百
石
と
二
百

り
、
特
に
、

百
石
と
比
二
百
石
の
問
、

石
の
聞
の
閥
門
を
越
え
る
た
め
の
重
要
な
方
途
の
一
つ
が
郎
選
、
す
な
わ
ち
郎
吏
へ
の
就
任
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
永
田
英
正
氏
が
指
摘
さ

(

却

)

れ
て
い
る
。

い
ま

一
つ
の
四
百
石
か
ら
比
六
百
石
の
聞
の
、
福
井
氏
の
い
う

「官
吏
の
立
身
出
世
を
剣
別
す
る
、

界
線
」
を
越
え
る
た
め
の
重
要
な
方
途
の
一
つ
が
、
大
夫
補
任
だ
っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
〈
末
尾
表
3
参
照
〉
。

こ
こ
で
筆
者
は
、

い
わ
ば
基
本
的
な
境

前
漢
の
大
夫
の
官
秩
は

最

低
の
諌
大
夫
で
も
比
八
百
石
(
陽
朔
二
年
以
降
に
お
い
て
も
比
六
百
石
)
で
あ
り
、

大
夫
に
任
じ
ら
れ
る
こ
と
は
、
自
動
的
に
、
こ
の
境
界
線
を
越

え
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
漢
代
の
官
僚
は
そ
の
キ
ャ
リ
ア
に
お
い
て
、

ま
ず
光
稔
動
層
下
の
郎
吏
に
補
任
さ
れ
る
こ
と
で
、
第
一

つ
い
で
同
じ
く
光
様
動
属
下
の
大
夫
に
就
任
す
る
こ
と
で
、
第
二
の
関
門
を
越
え
て
、

(ω
〉

準
し
て
行
く
の
で
あ
る
。

の
開
門
を
越
え
、

二
千
石
ク
ラ
ス
の
高
位
高
官
へ
と
昇

- 13-

既
に
比
六
百
石
以
上
の
官
に
在
る
も
の
、

り
、
こ
の
場
合
そ
こ
に
は
、
第
二
の
開
門
を
越
え
る
と
い
う
意
義
は
附
随
し
な
い
。

な
お
、

附
言
し
て
お
け
ば

例
え

ば

蘇
令
や
刺
史
が
太
中
大
夫
や
諌
大
夫
に
遜
る
こ
と
も
あ

し
か
し
、
大
夫
と
し
て
皇
帝一
に
近
従
し
、
皇
帝
か
ら
直
に

そ
の
能
力
を
認
め
ら
れ
る
機
舎
を
持
つ
こ
と
に
は

や
は
り
、

官
僚
の
キ
ャ
リ
ア
に
お

い
て
重
要
な
意
味
が
あ
る
と
考
え
て
よ
い
。
こ
の
貼

も
、
郎
吏
と
同
様
で
あ
る
。

ま
た
、
大
夫
の
う
ち
光
様
大
夫
は
、
比
二
千
石
と
い
う
官
秩
の
高
さ
と
皇
帝一
に
近
侍
し
得
る
と
い
う
貼
か
ら
、

(
H
U
〉

れ
、
列
侯
に
準
ず
る
性
格
を
有
し
て
い
た
。
か
か
る
光
職
大
夫
の
い
わ
ば
名
奉
職
的
な
性
格
は
、
時
代
が
降
る
に
つ
れ
願
著
に
な

っ
て
ゆ
く
。

官
職
と
僧
位
の
違
い
は
あ

219 
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第
五
節

鑓

遜

前
節
ま
で
は
、
漢
代
の
大
夫
の
職
掌

・
機
能
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
が
、

一
口
に
漢
代
と
言

っ
て
も
、
王
奔
の
築
奪
を
挟
ん
で
前
後
四
百

年
以
上
あ
り
、
こ
の
聞
に
官
僚
機
構
も
大
き
く
鑓
化
し
た
。
嘗
然
、
大
夫
と
い
う
官
職
の
性
格
も
繁
化
し
た
は
ず
で
あ
る
。

以
下
で
は
、
こ
の

四
百
年
開
を
便
宜
的
に
三
期
に
分
か

っ
て
、
大
夫
に
就
任
し
た
者
の
事
績
を
個
別
的
に
取
り
上
げ
る
こ
と
で
、
大
夫
と
い
う
官
職
の
饗
濯
を
迫

う
こ
と
に
す
る
。

a
、
前

漢

前

牢

期

ま
ず
は
、
漢
初
か
ら
、
中
央
集
権
的
な
官
僚
機
構
が
ほ
ぼ
整
備
さ
れ
た
武
一帝一
時
代
ま
で
。
周
知
の
よ
う
に
、
蛍
時
の
漢
の
中
央
政
府
の
重
要

な
課
題
と
し
て
、
諸
侯
王
勢
力
の
削
減
が
あ
っ
た
。

『
漢
書
』

巻

一
四
諸
侯
王
表
序
に
は
、

- 14ー

文
一帝一
は
貰
生
の
議
を
采
り
て
、
湾

・
越
を
分
か
ち
、
景
一帝
は
量
錯
の
計
を
用
い
て
、
呉

・
楚
を
削
る。

武
一帝
は
主
父
の
加
を
施
き
て
、
推

ゎ

恩
の
令
を
下
し
、
諸
侯
王
を
し
て
戸
邑
を
分
か
ち
以
て
子
弟
を
封
ず
る
を
得
せ
し
め
、
馳
捗
を
行
わ
ず
し
て
、
藩
園
は
自
ず
と
析
か
る
。

が
行
わ
れ
た
の
が
、

と
あ
り
、
漢
初
に
お
け
る
諸
侯
王
問
題
が
、
買
誼

・
晶
錯

・
主
父
僅
等
の
献
策
に
よ
り
解
決
を
見
た
こ
と
が
簡
潔
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
献
策

(

必

)

そ
れ
ぞ
れ
、
買
誼
が
太
中
大
夫
、
電
錯
と
主
父
値
が
中
大
夫
に
在
任
し
て

い
た
時
で
あ

っ
た
こ
と
は
、
注
目
に
値
す
る
。

ま
た
、
文
一帝一

・
景
一帝
時
代
、
中
央
政
府
内
部
に
お
い
て
は
、
建
園
の
功
臣
及
び
そ
の
子
孫
が
、
或
い
は
公
卿
に
任
命
さ
れ
、
或
い
は
列
侯
に

封
じ
ら
れ
る
こ
と
で
朝
廷
に
在
位
し
、

そ
の
擢
勢
を
背
景
に
皇
帝
と
の
聞
に
確
執
を
生
じ
が
ち
で
あ

っ
た
。
こ
の
た
め
皇
帝
は、

政
府
に
封
し

て
充
分
な
指
導
力
を
護
簿
で
き
ず
に
い
た
が
、

の
支
配
権
を
強
化
し
よ
う
と
し
た
。

「
諸
の
大
功
臣
は
錯
を
好
ま
ざ
る
も
の
多
し
」

こ
れ
も
お
そ
ら
く
皇
帝
の
側
に
立

っ
て
、
彼
ら
の
勢
力
を
削
ご
う
と
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

こ
の
問
題
に
劃
し
て
も
、
太
中
大
夫
買
誼
が
列
侯
就
園
令
を
立
案
す
る
な
ど
、

皇
帝
の
政
府
へ

ま
た
、
中
大
夫
晶
錯
も
、

(
電
錯
停
)

と
、
功
臣
た
る
公

卿
達
と
樹
立
し
て
い
た
が



武
一
帝
初
期
に
も
、
暫
く
は
公
卿
、

特
に
外
戚
の
勢
力
の
強
い
時
期
が
績
い
た
。

こ
の
頃
、

建
元
三
年
(
前
二
二
八
)
の
関
越
と
東
甑
の
紛
争

不
介
入
を
主
張
す
る
外
戚
の
太
尉
田
扮
に
劃
し
て
、

〈

必

〉

し
、
武
一
帝
に
出
兵
を
決
意
さ
せ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
先
に
引
い
た
『
漢
書
』
巌
助
停

・
主
文
値
俸
に
も
、
武
一
帝
一
が
大
夫
を
以
て
自
ら
の

に
つ
い
て
、

『
漢
書
』
巻
六
四
上
巌
助
停
に
は
、

中
大
夫
巌
助
が
こ
れ
を
激
し
く
論
難

代
理
と
し
て
、
集
議
の
場
に
お
い
て
政
府
の
公
卿
達
と
論
議
さ
せ
、
そ
の
意
志
を
政
策
に
反
映
さ
せ
る
と
い
う
政
治
手
法
を
採

っ
て
い
た
こ
と

が
示
さ
れ
て
い
る
。
永
田
英
正
氏
は
、
大
夫
が
集
議
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、

右
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
、
皇
帝
の
政
府
に
劃
す
る
支
配
擢
は
徐
々
に
強
化
さ
れ
た
が
、
こ
れ
を
制
度
の
側
面
か
ら
支
え
る
た
め
に
、
同
時

に
法
令
の
整
備
も
行
わ
れ
た
。
買
誼
俸
に
「
諸
法
令
の
更
定
す
る
所
:
:
:
、
皆
な
誼
よ
り
こ
れ
を
裂
す
」
と
あ
り
、
且
国
錯
俸
に
「
法
令
の
更
定

こ
の
武
一
一
帝
時
代
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

す
べ
き
を
言
い
、

が
、
共
同
し
て
律
令
改
定
に
嘗
た
っ
て
い
る
。

書
す
る
こ
と
九
そ
三
十
篇
」
と
あ
る
の
が

そ
れ
で
あ
る
。

武
一帝
時
代
に
は

太
中
大
夫
張
湯
と
同
じ
く
太
中
大
夫
趨
高

『
漢
書
』
巻
五
九
張
湯
俸
に
、

- 15-

〈
湯
)
太
中
大
夫
に
遜
り
、
旭
国
と
共
に
諸
律
令
を
定
む
、
務
め
は
深
文
も
て
守
職
の
吏
を
拘
す
る
に
在
り
。

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
目
的
が
、
官
僚
へ
の
統
制
を
強
化
し
、
皇
帝
の
政
府
に
劃
す
る
支
配
権
を
確
固
た
る
も
の
に
す
る
た
め
だ

っ
た
と
分

(
川
純
)

か
る
。
こ
う
し
た
法
令
整
備
も
、
ま
た
大
夫
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

以
上
、
前
漢
武
一
帝
以
前
の
大
夫
の
活
動
を
要
約
す
る
と
、
大
夫
は
、
そ
の
擢
力
強
化
を
望
ん
だ
歴
代
皇
一帯
に
と
っ
て
、
最
も
有
能
な
協
力
者

で
あ
り
、
大
夫
の
ブ
レ
ー
ン
ト
ラ
ス
ト
と
し
て
の
機
能
は
、
こ
の
時
期
、
最
も
際
だ
っ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

な
お
、
附
言
す
る
な
ら
、
こ
の
時
期
の
全
て
の
大
夫
が
、
有
能
な
ブ
レ
ー
ン
ト
ラ
ス
ト
と
し
て
活
動
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
、
例
え
ば
、

文
一
帝
時
代
の
太
中
大
夫
石
奮
や
、
武
帝
時
代
の
太
中
大
夫
衛
青
等
は
、
と
も
に
皇
帝
に
親
近
な
る
を
以
て
大
夫
に
任
じ
ら
れ
た
者
で
、
南
者
と

(

必

)

も
皐
聞
の
無
い
人
物
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
、
大
夫
の
官
僚
議
備
員
と
し
て
の
機
能
に
よ
る
も
の
で
、
彼
ら
は
後
に
そ
れ
ぞ
れ
太
子
太
侍

・
草

騎
将
軍
と
い
う
頼
官
へ
と
昇
進
し
て
い
る
。
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無
論
、
量
錯
や
張
湯
・
趨
高
等
も
、
後
に
中
央
・
地
方
の
二
千
石
ク
ラ
ス
の
高
官
に
昇
進
し
て
お
り
、
ブ
レ
ー
ン
ト
ラ
ス
ト
と
し
て
の
機
能
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が
際
だ
っ
て
い
た
と
い
う
の
も
、
あ
く
ま
で
他
の
時
期
と
の
比
較
の
問
題
で
あ
る
。
時
代
の
襲
化
に
劃
躍
し
て
、
大
夫
と
い
う
職
掌
未
分
化
な

官
職
の
、

ど
の
側
面
が
最
も
表
に
現
れ
た
か
と
い
う
黙
を
考
え
る
の
が
、
本
節
の
目
的
で
あ
る
。

b
、
前

漢

後

牢

期

前
漢
の
後
牢
期
に
は
大
夫
の
機
能
に
嬰
化
が
み
ら
れ
る
。
ま
ず
は
、
宣
一
帝
時
代
の
光
緑
大
夫
子
定
園
と
太
中
大
夫
張
倣
の
例
を
奉
げ
よ
う
。

宣
一
帝
立
ち
て
、
大
勝
軍
〈
窪
〉

光
は
尚
書
の
事
を
領
し
、
霊
臣
の
昌
邑
王
を
諌
む
者
を
傑
奏
し
皆
な
超
濯
せ
し
む
。
定
園
こ
れ
よ
り
光
旅

っ
か
さ
ど

大
夫
と
な
り
て
、
向
書
の
事
を

卒

り
、
甚
だ
任
用
さ
る
。

宣
一
帝
は

(
張
〉
倣
を
徴
し
て
太
中
大
夫
と
な
し
、

(『漢
書
』
巻
七
一
子
定
図
停
)

っ

か

さ

ど

さ

か

ら

千
定
園
と
並
び
て
向
書
の
事
を
卒
ら
し
む
、

遣
を
正
す
を
以
て
大
将
軍
塞
光
に
杵

(
『
漢
書
』
巻
七
六
張
微
停
)

う

予
定
園
と
張
倣
が
、

「
卒
向
書
事
」
と
し
て
宜
一帝
の
信
任
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

つ
い
で
、

『
漢
書
』

巻
三
六
劉
向
俸
に
み
え
る
元

- 16ー

一
帝
時
代
の
事
例
で
あ
る
。

元
一帝一
初
め
て
即
位
し
、
太
停
粛
望
之
を
前
将
軍
と
な
し
、
少
侍
周
堪
を
諸
吏
光
旅
大
夫
と
な
す
。
皆
な
向
書
の
事
を
領
し
、
甚
だ
傘
任
せ

ら
る
。

ま
た
、
同
じ
く
劉
向
俸
に
は

や
や
後
の
こ
と
と
し
て

〈元
一帝
)
周
堪
を
擢
ん
で
て
光
旅
動
と
な
し
、
堪
の
弟
子
張
猛
は
光
旅
大
夫

・
給
事
中
と
な
し
、
大
い
に
信
任
せ
ら
る。

と
あ
り
、
周
堪

・
張
猛
の
師
弟
が
、
そ
れ
ぞ
れ
光
乱
脈
大
夫
と
し
て
元
一帝
に
信
任
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る。

次
の
成
一帝
時
代
の
例
と
し
て

は
『
漢
書』

巻
一

O
O
上
絞
侍
上
の
次
の
記
事
が
あ
る
。

是
の
時

(
H成一帝時)、

許
一商
は
少
府
た
り
、

師
丹
は
光
線
動
た
り
。

上
是
こ
に
於
い
て
一
商

・
丹
を
引
き
て
入
り
て
光
旅
大
夫
と
な

し、

〈
班
〉
伯
は
水
衡
都
尉
に
遜
り
、
雨
師
と
並
び
て
侍
中
た
り
(
注
。
如
淳
日
く
、
雨
師
と
は
許
一
商

・
師
丹
な
り
)
、
皆
な
秩
は
中
二
千
石
。



東
宮
に
朝
す
る
毎
に
、
常
に
従
い
、
大
政
あ
る
に
及
び
で
は
、
倶
も
に
公
卿
に
議
指
せ
し
む
。

許
商

・
師
丹
は
、
そ
れ
ぞ
れ
少
府
・
光
掠
動
か
ら
光
稔
大
夫
・
侍
中
と
な
り
、
成
一
帝
一
の
信
任
を
受
け
、
公
卿
を
指
導
す
る
立
場
に
あ

っ
た
。

こ
れ
ら
の
例
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
軍
に
大
夫
た
る
に
よ
っ
て
重
用
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
侍
中

・
給
事
中

・
諸
吏
等
を
加
官
さ
れ
た
内

朝
官
で
あ
る
か
、
領
(
卒
)
尚
書
事
で
あ
る
か
、
も
し
く
は
そ
の
雨
方
で
あ
っ
た
と
い
う
貼
で
あ
る
。

て
宮
中
高
門
殿
に
待
機
し
て
い
た
飽
宣
の
、
女
の
上
奏
文
か
ら
も
一
一
層
明
ら
か
と
な
る
。

こ
れ
は
、

京
一
帝
時
代
に
、
諌
大
夫
と
し

高
門
は
省
戸
を
去
る
こ
と
数
十
歩
な
る
も
、
見
え
ん
と
求
め
て
出
入
す
る
こ
と
二
年
な
る
も
未
だ
省
り
み
ら
れ
ず
。
海
瀕
の
灰
阻
を
し
て

自
ら
通

J

せ
し
め
ん
と
欲
す
る
も
、
遠
し
。
願
く
は
数
刻
の
聞
を
賜
い
、
翠
翠
の
思
い
を
極
め
場
く
さ
ば
、
退
き
て
三
泉
に
入
る
も
、

死
し

て
恨
む
所
亡
し
。

(
『
漢
書
』
巻
七
二
飽
宣
停
)

す
な
わ
ち
、
諌
大
夫
飽
宣
は
、
内
朝
官
で
も
領
向
書
事
で
も
な
い
た
め
に
、
皇
帝
に
謁
見
す
る
機
舎
を
持
た
ず
、

ひ
い
て
は
園
政
の
中
橿
に
参

- 17ー

興
で
き
な
い
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
本
来
大
夫
と
は
、
皇
帝
に
近
侍
す
る
顧
問
と
し
て
、
園
政
に
参
輿
し
う
る
官
職
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
大
夫
が
、
内
朝
官
か

領
向
書
事
に
な
ら
な
け
れ
ば
園
政
の
中
極
に
闘
わ
り
得
な
い
と
は
、
如
何
な
る
こ
と
な
の
か
。
内
朝
と
向
書
は
、
大
夫
と
い
う
官
と
ど
の
よ
う

な
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

(

必

)

内
朝
と
尚
書
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
務
幹
氏
以
下
、
先
翠
諸
氏
に
よ
る
研
究
の
蓄
積
が
あ
る
。
紙
幅
の
都
合
上
そ
の
事
読
史
を
詳
述
す
る
徐

い
ま
、
内
朝
と
領
尚
書
事
の
意
義
に
つ
い
て
、

筆
者
な
り
に
要
約
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

世
官
主

E
、
:
、

杉

H
t
T
L
カ

武
一帝一
時
代
に
完
成
し
た
中
央
集
権
的
な
専
制
支
配
瞳
制
は
、

官
僚
機
構
へ
の
統
制
権
を
、
皇
帝
一
身
に
集
中
さ
せ
る
も
の
で
あ

司
た
が
、
こ

の
瞳
制
が
数
果
的
に
機
能
す
る
か
否
か
は
、
ひ
と
え
に
皇
帝
個
人
の
力
量
如
何
に
か
か

っ
て
く
る
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
れ
は
、

卓
越
し
た
能
力

を
持
つ
武
一
帝
一
の
在
位
中
に
は
、

さ
ほ
ど
問
題
と
な
ら
な
か
っ
た
が
、

そ
の
死
後
、
幼
少
の
昭
一
帝
の
即
位
と
と
も
に
表
面
化
し
た
。

か
か
る
困
難
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な
局
面
に
封
臨
服
す
る
た
め
に
出
現
し
た
の
が
、
領
向
書
事
霊
光
を
中
心
と
す
る
内
朝
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
内
朝
と
は
、

E
大
化
し
た
官
僚
機
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構
に
射
す
る
、
皇
帝
の
支
配
権
力
を
輔
翼

・
強
化
す
る
た
め
に
、
侍
中

・
給
事
中
等
の
、
加
官
と
い
う
手
段
に
よ
っ

て
創
出
さ
れ
た
、
新
た
な

側
近
官
僚
群
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
加
官
と
い
う
方
法
の
便
宜
性
の
故
に
、
内
朝
に
は
、
従
来
の
よ
う
な
公
卿
か
近
侍
の
臣
か
と
い
う
枠
を
超

(

門

出

)

え
て
、
官
僚
機
構
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
か
ら
人
材
を
集
中
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

っ
た。

内
朝
の
意
義
が
右
の
如
く
で
あ
る
と
す
る
と
、
前
漢
後
半
期
の
、
大
夫
と
内
朝
と
の
関
係
は
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

前
漢
前
半
期
に
お
い
て
は
、

皇
帝
と
公
卿
と
の
閥
係
が
必
ず
し
も
密
接
で
は
な
く
、
政
府
を
統
御
す
る
た
め
に
、
皇
帝
は
嘗
時
の
唯
一
の
側

し
か
し
、
前
漢
後
半
期
、
内
朝
の
成
立
に
よ
り
、
大
夫
の
み
が
唯
一
の
側
近
で
は
な
く
な
り
、
必

大
夫
の
側
近
・
ゃ
ブ
レ
ー

ン
ト
ラ
ス
ト
と
し
て
の
重
要
性
は
、
相
封
的
に
低
下
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
内
朝

(

油

田

)

官
、
例
え
ば
給
事
中
を
加
官
さ
れ
た
者
の
本
官
に
つ

い
て
み
る
と
、
光
蔽
大
夫
等
の
大
夫
で
あ
る
場
合
が
、
匪
倒
的
に
多
く
、
こ
れ
は
、

大
夫

近
た
る
大
夫
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

然
的
に
、

た
る
こ
と
が
、
内
朝
と
い
う
新
た
な
側
近
官
僚
群
に
加
わ
る
た
め
の
十
分
篠
件
で
は
な
い
に
せ
よ
、

必
要
篠
件
と
し
て
は
、

最
も
重
要
な
も
の

- 18ー

の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
大
夫
の
側
近
と
し
て
の
重
要
性
低
下
を
、

あ
く
ま
で
相
針
的
な
も
の
と
す
る
所
以
で
あ
る
。

一
方
で
、
武
一帝一
以
来
の
、
大
夫
の
集
議
に
お
け
る
役
割
は
、
依
然
と
し
て
重
要
で
あ

っ
た。

『
漢
書
』
巻
七
六
玉
章
俸
に
は

〈
章
〉
梢
や
遜
り
て
諌
大
夫
に
至
り
、
朝
廷
に
在
り
て
は
敢
え
て
直
言
す
る
を
名
と
す
。

と
あ
り
、
諌
大
夫
王
章
が
、
朝
廷
に
お
い
て
直
言
を
以
て
知
ら
れ
た
こ
と
を
記
す
。

ま
た
、

『
漢
書
』
巻
三
六
劉
向
俸
に
は
、
元
一帝
初
期
に
信

任
さ
れ
た
周
堪
と
劉
向
が
、
箆
官
弘
恭
と
石
顧
と
封
立
し
失
脚
し
た
後
に
、
復
官
し
た
時
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
記
す。

(
元
一
帝
)
は
堪
・
向
を
徴
し
て
、
以
て
諌
大
夫
と
な
さ
ん
と
欲
す
る
も
、
恭

・
額
は
白
し
て
皆
な
中
郎
と
な
す
。

す
な
わ
ち
、
弘
恭
と
石
願
は
、
周
堪
と
劉
向
が
諌
大
夫
と
し
て
復
官
す
る
こ
と
に
反
劃
し
、
結
局
、
雨
者
は
中
郎
に
任
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

諌
大
夫
と
中
郎
は
、
と
も
に
光
株
勅
所
属
の
皇
帝一
近
従
の
臣
で
、

そ
の
官
僚
激
備
員
と
し
て
の
機
能
も
同
じ
く
、

ま
た
、
そ
の
地
位
も
諌
大
夫

は
秩
比
八
百
石
で
、
中
郎
の
秩
比
六
百
石
と
さ
ほ
ど
異
な
ら
な
い
。
唯
一
貼
、
諌
大
夫
は
集
議
へ
の
参
加
資
格
を
有
す
る
が
、
中
郎
に
は
基
本

的
に
そ
の
資
格
が
な
い
、

と
い
う
こ
と
が
大
き
な
相
違
で
あ
る
。
周
堪
と
劉
向
は
、
倶
に
も
と
は
元
一帝
の
信
任
を
受
け
た
人
物
で
あ
り
、

れ



と
桝
列
立
す
る
弘
恭
と
石
頼
に
と

っ
て
、
彼
ら
に
諌
大
夫
と
し
て
集
議
参
加
資
格
を
持
た
せ
る
こ
と
は
、

非
常
に
都
合
の
悪
い
こ
と
だ
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
劉
向
俸
の
こ
の
記
事
は
、
嘗
時
の
集
議
に
お
け
る
大
夫
の
重
要
性
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
官
僚
議
備
員
と
し
て
の
大
夫
に
つ
い
て
は
、

『
漢
書
』
巻
七
人
粛
望
之
停
(
前
掲
〉

に、

『
漢
書
』
巻
八
六
王
嘉
停
中
の
王
嘉
の
上
奏
文
中
に
は

宣
一
帝
一
時
代
に
お
け
る
、

諌
大
夫
の
郡
園
守

相
へ
の
轄
出
が
記
さ
れ
る
外
に
、

今

(
H哀
帯
時
〉
の
諸
大
夫
に
材
能
あ
る
者
は
甚
だ
少
し
。
宜
し
く
議
め
成
就
す
可
き
者
を
畜
養
す
べ
く
ん
ば
、

則
ち
土
は
難
に
赴
く
も

そ
の
死
を
愛
し
ま
ず
。
事
に
臨
み
て
倉
卒
に
し
て
乃
ち
求
む
る
は
、
朝
廷
を
明
ら
か
に
す
る
所
以
に
は
非
ざ
る
な
り
。

と
あ
る
。
大
夫
の
官
僚
議
備
員
と
し
て
の
機
能
が
、
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

以
上
、
前
漢
後
半
期
の
大
夫
は
、

皇
帝一
の
ブ
レ
ー
ン
ト
ラ
ス
ト
と
し
て
は
、
内
朝
の
出
現
に
よ
り
、
そ
の
機
能
は
相
封
的
に
は
や
や
低
下
し

は
し
た
が
、
そ
の
集
議
に
お
け
る
護
言
権
、
官
僚
議
備
員
と
し
て
の
機
能
は
、
重
要
視
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

c
、
王
奔
時
代
お
よ
び
後
漢

- 19-

前
漢
後
傘
期
に
お
け
る
大
夫
の
機
能
充
賓
は
、
前
項
で
み
た
と
お
り
だ
が
、
そ
の
反
面
、
先
に
引
い
た
王
嘉
の
上
奏
中
に
、

「今
の
諸
大
夫

に
材
能
あ
る
者
は
甚
だ
少
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、
す
で
に
、

そ
の
質
の
低
下
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
と
卒
行
し
て
で
あ
ろ

う
か
、
前
漢
末
期
、
京
一
帝
以
降
に
は
、
大
夫
と
い
う
官
職
が
形
骸
化
し
つ
つ
あ
っ
た
。

『
漢
書
』
巻
九
三
信
幸
俸
に
は
、
京
一帝一
時
代
の
大
司
馬

董
賢
と
そ
の
父
の
衛
尉
董
恭
に
つ
い
て
、

是
の
時
、
賢
は
年
二
十
二
、
三
公
と
な
る
と
難
も
、
常
に
中
に
給
事
し
、
尚
書
を
領
し
、
百
官
は
賢
に
因
り
て
事
を
奏
す
。
父
恭
は
宜
し

く
卿
位
に
在
る
べ
か
ら
ざ
る
を
以
て
、
徒
り
て
光
旅
大
夫
と
な
す
。

と
あ
り
、

『
漢
書
』
巻
入
二
停
喜
俸
も
、

〈
喜
〉
右
将
軍
に
遜
る
。
:
:
:
停
太
后
の
始
め
て
政
事
に
興
る
に
、
喜
は
数
々
こ
れ
を
諌
む
。
是
れ
由
り
停
太
后
は
喜
を
し
て
輔
政
せ
し
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む
る
を
欲
せ
ず
O
i
-
--
喜
に
黄
金
百
斤
を
賜
い
、
将
軍
の
印
綬
を

上

ら
し
め
、
光
緑
大
夫
を
以
て
養
病
せ
し
む
。

と
亥
一
帝
時
代
の
こ
と
を
記
す
。
こ
こ
で
み
る
と
、
董
恭
と
停
喜
は
、

と
も
に
園
政
の
中
枢
か
ら
排
除
さ
れ
る
形
で
光
線
大
夫
に
就
い
て
い
る
。

か
か
る
人
事
は
、
光
緑
大
夫
が
列
侯
に
も
比
さ
れ
る
、
名
著
職
的
な
性
格
を
有
し
て
い
た
か
ら
だ
が
、
前
漢
後
期
の
内
朝
の
出
現
に
よ
る
、
大

夫
の
相
劉
的
な
重
要
性
低
下
と
考
え
合
わ
せ
る
と
、
や
は
り
、
大
夫
の
形
骸
化
が
進
み
つ
つ
あ
っ
た
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

王
奔
時
代
に
な
る
と
、
大
夫
の
形
骸
化
は
急
速
に
進
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
原
因
と
し
て
は
、
第

一
に
、
大
夫
の
活
動
の
場

た
る
集
議
の
権
威
低
下
が
あ
る
。
第
二
に
、
王
奔
に
よ
る
大
夫
の
改
制
が
翠
げ
ら
れ
る。

既
に
み
た
よ
う
に
、
王
奔
時
代
に
は
、
太
中
大
夫
と

さ
ら
に
、

諌
大
夫
の
官
秩
は
比
二
千
石
に
上
げ
ら
れ
、

同
じ
く
比
二
千
石
の
中
散
大
夫
が
新
設
さ
れ
た
。
王
奔
の
官
制
改
革
の
背
景
に
は
、
官
職
増
設
に

(

ω

)

 

よ
り
人
心
を
繋
ぎ
と
め
る
意
一
固
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
大
夫
の
改
制
も
、
お
そ
ら
く
は
同
一
線
上
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、

そ
れ
だ
け
に

却
っ
て
、
大
夫
と
い
う
官
は
軽
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

劉
氏
を
、
諌
大
夫
と
し
て
長
安
に
集
め
る
こ
と
で
、

地
方
に
お
け
る
劉
氏
の
勢
力
を
削
ぎ
、
同
時
に
、
彼
ら
を
監
視
・
懐
柔
す
る
た
め
で
あ
ろ

- 20ー

王
葬
の
時
に
、
劉
氏
の
郡
太
守
の
任
に
あ
る
者
が
諌
大
夫
に
徒
さ
れ
た
こ
と
は
既
に
述
、
ベ
た
。
こ
れ
は
、
築
奪
に
不
満
を
持

っ
た
で
あ
ろ
う

ぅ
。
か
か
る
措
置
か
ら
、
首
時
の
諌
大
夫
が
、
政
治
に
影
響
し
得
な
い
官
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
元
一帝
時
代
に
弘
恭

・
石
顛
が
、

政
敵
周
堪

・
劉
向
が
諌
大
夫
と
な
る
の
を
恐
れ
た
事
例
と
は
、
全
く
掛
照
的
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
諌
大
夫
以
外
の
大
夫
に
も
あ
て
は
ま
ろ
う
。

や
が
て、

王
奔
が
倒
れ
後
漢
が
建
国
さ
れ
た
が
、
大
夫
の
制
度
に
閲
し
て
は
、
王
奔
時
代
を
縫
承
し
た
。
後
漢
に
お
け
る
大
夫
を
め
ぐ
る
欣

況
は
、
ど
の
様
な
も
の
だ
ブ
た
だ
ろ
う
か
。

『
後
漢
書
』
停
五
一
賞
理
俸
に
は

桓
一一
帝
は
大
将
軍
梁
葉
を
褒
崇
せ
ん
と
欲
し、

中
朝
二
千
石
以
上
を
し
て
そ
の
嘩
を
曾
議
せ
し
む
。
特
進
胡
贋

・
太
常
羊
漕
・
司
隷
校
尉
祝

情

・
太
中
大
夫
遊
間
等
、
威
な
翼
の
動
徳
を
栴
す
。

と
あ
り
、
後
漢
で
も
大
夫
が
集
議
に
参
加
し
た
こ
と
は
確
認
で
き
る
。

し
か
し
、
後
漢
に
お
い
て
も
、

王
奔
時
代
と
同
じ
く
集
議
は
軽
視
さ
れ

た
か
ら
、
大
夫
の
集
議
へ
の
参
加
も
重
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

ま
た
、

『
後
漢
書
』
に
は
、
大
夫
が
皇
帝
の
ブ
レ

ー
ン
ト
ラ
ス
ト
と
し



て
、
際
立
っ
た
活
動
を
し
た
と
の
記
録
も
み
え
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
後
漢
後
牢
期
、
外
戚
撞
権
の
甚
だ
し
い
時
期
に
、
こ
れ
に
劉
抗
す
る

た
め
に
、
皇
帝
が
協
力
を
仰
い
だ
の
は
、
大
夫
で
は
な
く
、
後
宮
に
仕
え
る
宣
官
で
あ
ア
た
。
後
漢
に
お
い
て
大
夫
は
、
ブ
レ

ー
ン
ト
ラ
ス
ト

と
し
て
殆
ど
機
能
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

っ
て
お
り
、

で
は
、
官
僚
珠
備
員
と
し
て
の
大
夫
は
如
何
。
確
か
に
、
後
漢
の
大
夫
も
多
く
は
、
や
が
て
中
央
・
地
方
の
二
千
石
ク
ラ
ス
の
官
職
へ
と
遜

一
見
、
官
僚
議
備
員
と
し
て
は
充
分
機
能
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
人
材
登
用
と
い
う
面
か
ら
み
た
場
合
、
次

の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

後
漢
の
大
夫
の
官
秩
が
全
て
比
二
千
石
と
な
っ
た
こ
と
は
、
大
夫
就
任
が
、
前
漢
の
太
中
大
夫

・
諌
大
夫
の
如
く
、
秩
比
六
百
石
の
開
門
を

越
え
る
た
め
の
方
途
で
は
な
く
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
は
、
前
漢
に
お
い
て
は
幾
つ
か
み
ら
れ
た
、
制
科
針
策
に
よ
り
大
夫
と
な
る

(

印

〉

例
が
、
後
漢
で
は
皆
無
と
な
る
原
因
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
後
漢
の
大
夫
の
官
秩
は
、
人
材
登
用
と
い
う
貼
か
ら
す
れ
ば
高
く
な
り

す
ぎ
た
の
で
め
る
。
且
つ
、
同
じ
秩
比
二
千
石
の
前
漢
の
光
旅
大
夫
と
、
後
漢
の
大
夫
と
を
比
較
す
る
と
、
秩
千
石
以
下
の
官
か
ら
大
夫
に
遜

っ
た
例
が
、
前
者
で
は
六
人
人
中
一
二
人
会
二
%
〉

な
の
に
封
し
て
、
後
者
で
は
一

O
三
人
中

二
ハ
人
(
一

六
%
)
と
な
る
(
末
尾
表
3
〉。
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後
漢
の
大
夫
が
、

人
材
登
用
と
い
う
貼
で
、

前
漢
の
光
旅
大
夫
に
比
べ
て
さ
え
、

劣

っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

こ
の
裏
返
し
と
し

て
、
大
夫
在
任
中
に
死
去

・
開
老
し
た
者
の
比
率
で
み
る
と
、
前
漢
の
光
旅
大
夫
が
九
二
人
中
七
人
〈
八
%
)
で
あ
る
の
に
射
し
て
、
後
漢
の

大
夫
は
一

O
八
人
中
二

O
人
(
一
九
%
〉
と
な
る
(
末
尾
表
2
1

後
漢
の
大
夫
が
、
老
齢

・
疾
病
等
に
よ
り
政
務
に
堪
え
ら
れ
ぬ
者
が
就
任
す

(

日

)

る
官
、
と
い
う
性
格
を
持
ち
始
め
て
い
る
こ
と
を
示
す
数
字
で
あ
る
。
後
漢
の
大
夫
は
、
官
僚
議
備
員
と
は
い
え
、
人
材
登
用
と
連
動
し
た
積

極
的
な
意
義
を
持
つ
も
の
で
は
な
く
、
消
極
的
に
し
か
機
能
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
、

王
奔
時
代
か
ら
後
漢
時
代
は
、
大
夫
の
機
能
が
形
骸
化
し
て
ゆ
く
過
程
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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第
二
章

光

旅

勤

前
章
に
お
い
て
は
、
漢
代
光
稔
勅
の
属
官
の
う
ち
、
未
だ
専
論
の
な
い
大
夫
に
つ
い
て
論
じ
た
。
こ
れ
は

「
は
じ
め
に
」
で
も
述
べ
た
よ
う

に
、
従
来
の
郎
吏
に
闘
す
る
研
究
だ
け
で
は
、
光
株
動
と
い
う
官
署
全
睦
の
機
能
を
考
え
る
上
で
は
不
充
分
だ
と
の
認
識
に
基
づ
く
も
の
で
あ

(

臼

〉

っ
た
。
前
章
で
の
知
見
か
ら
、
郎
吏

・
大
夫
と
い
う
官
僚
議
備
員
を
配
下
に
擁
す
る
光
融
動
は
、
軍
に
宮
殿
警
護
を
掌
る
の
み
な
ら
ず、

漢
代

官
僚
機
構
に
お
け
る
人
材
供
給
源
と
し
て
の
役
割
を
措
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
の
想
定
が
可
能
と
な
る
。
以
下
、
本
-章
で
は
光
緑
動
の
機

能
と
そ
の
饗
遜
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

第
一
節

郎
中
令
か
ら
光
稔
動
へ

百
官
表
で
は
、
光
緑
動
は
漢
初
に
は
郎
中
令
と
い
う
名
稽
で
あ
り
、
大
夫
は
こ
の
郎
中
令
H
光
蔽
動
に
属
す
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
既
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に
み
た
よ
う
に
秦
代
に
お
い
て
大
夫
は
中
大
夫
令
に
属
し
て
い
た
。
秦
か
ら
漢
に
か
け
て
、
大
夫
が
中
大
夫
令
か
ら
郎
中
令
H
光
融
動
へ

と
移

管
さ
れ
た
こ
と
、

お
よ
び
郎
中
令
が
光
帳
動
と
改
稿
さ
れ
た
こ
と
に
は
、
郎
中
令
H
H
光
稔
動
と
い
う
官
署
の
機
能
を
考
え
る
上
で
、

重
要
な
意

味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(

臼

〉

秦
代
、
大
夫
は
中
大
夫
令
に
属
し
て
い
た
が
、
こ
の
と
き
中
大
夫
令
は
、
郎
中
令
と
と
も
に
街
尉
の
属
下
に
あ
っ
た
。
漢
代
に
な
る
と
、
郎

中
令
は
衛
尉
か
ら
猫
立
し
た
が
、

一
方
の
中
大
夫
令
は
と
い
う
と
、
百
官
表
に
、

街
尉
は
秦
官
、
宮
門
衛
屯
兵
を
掌
る、

丞
あ
り
。
景
一
一帝
初
め
名
を
更
め
中
大
夫
令
と
な
す
、
後
元
年
(
前

一
四
三
)
復
た
衛
尉
と
な
す
。

〈

副

作

)

お
そ
ら
く
街
尉
に
属
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
従

っ
て
大
夫
は
、

景
一帝
初
年
ま
で

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
景
一帝
初
め
ま
で
は
、

は
街
尉
廊
下
の
中
大
夫
令
に
、
景
一
帝
後
元
年
ま
で
は
衛
尉
か
ら
改
稿
さ
れ
た
中
大
夫
令
に
属
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
大
夫
が
郎
中
令
に
移
管
さ

れ
た
の
は
、
景
一帝一
後
元
年
に
、
中
大
夫
令
が
再
び
衛
尉
と
改
め
ら
れ
た
と
き
で
、
同
時
に
中
大
夫
令
が
慶
さ
れ
、
大
夫
は
郎
中
令
に
直
属
す
る



(

日

〉

よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

つ
い
で
、
武
帝
元
狩
五
年
〈
前
二
八
)
に
、

そ
れ
ま
で
の
太
中
大
夫
・
中
大
夫
に
加
え
て
、

諌
大
夫
が
新
設
さ
れ
る
。

諌
大
夫
設
置
の
理

由
に
つ
い
て
明
言
し
た
史
料
は
、
管
見
の
限
り
見
あ
た
ら
な
い
が
、

(
鉛
〉

り
、
衛
宏
『
漢
奮
儀
』
(
前
掲
〉
に
は
、
諌
大
夫
が
茂
材
明
経
科
か
ら
選
ば
れ
た
と
あ
る
。
諌
大
夫
就
任
の
篠
件
が
、
儒
壌
を
修
め
た
こ
と
だ

と
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
元
狩
五
年
(
前
二
八
)
の
諌
大
夫
新
設
は
、
建
元
五
年
(
前
二
ニ
六
〉
の
五
経
博
士

設
置
・
元
光
五
年
(
前
二
ニ
O
)
の
孝
康
科
創
設
・
元
朔
五
年
〈
前

一
一
一
四
〉
の
博
士
弟
子
設
置
等
の
、
一

連
の
儒
事
官
皐
化
政
策
の

一
環
で
あ

『
初
撃
記
』
巻
一
こ
に
は
、
諌
大
夫
に
つ
い
て
「
名
儒
宿
徳
矯
之
」
と
あ

る
、
と
。
試
み
に
、
諌
大
夫
就
任
者
の
経
歴
を
調
べ
て
み
る
と
、

(mc 

め
た
者
の
割
合
が
宣
向
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
す
な
わ
ち
諌
大
夫
は
、
武
-
帝
時
代
の
儒
察
官
撃
化
と
い
う
朕
況
を
背
景
と
し
て
、
特
に
経
事

太
中
大
夫
や
中
大
夫
(
太
初
元
年
以
降
は
光
際
大
夫
〉
に
比
べ
て
、

儒
撃
を
修

に
明
ら
か
な
人
材
を
皇
帝
の
ブ
レ
ー
ン
ト
ラ
ス
ト
と
し
て
、

ま
た
官
僚
議
備
員
と
し
て
登
用
す
る
た
め
に
新
設
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

改
稿
・
増
秩
さ
れ
た
(
以
下
、
翠
に
光
線
大
夫
の
設
置
と
す
る
)
。
こ
れ
も
、

時
代
の
事
例
だ
が
『
漢
書
』
巻
八
六
師
丹
俸
に
は
、

そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
史
に
明
文
が
無
い
。

し
か
し

降

っ
て
成
一
帝

- 23ー

さ
ら
に
、

武
一
帝
一
太
初
元
年
に
、

郎
中
令
が
光
雄
動
と
改
稿
さ
れ
た
の
に
伴
い
、

中
大
夫
(
秩
比
八
百
石
〉
は
光
線
大
夫
(
秩
比
二
千
石
)
へ
と

(
師
丹
)
出
て
東
卒
王
太
停
と
な
る
。
丞
相
〈
翠
)
方
進
・
御
史
大
夫
孔
光
、
丹
の
論
議
深
博
に
し
て
廉
正
守
道
な
る
を
翠
ぐ
。
徴
さ
れ

て
入
り
て
光
線
大
夫
、

丞
相
司
直
と
な
る
。
数
月
に
し
て
復
た
光
緑
大
夫
を
以
て
給
事
中
た
り
。

と
あ
る
。
師
丹
は
、
東
卒
王
太
停
(
秩
比
二
千
石
)
か
ら
、

丞
相

・
御
史
大
夫
の
推
薦
に
よ
り
中
央
に
徴
召
さ
れ
、
光
旅
大
夫
を
経
て
丞
相
司
直

(
関
〉

(
秩
比
二
千
石
〉
と
な
り
、
つ
い
で
給
事
中
と
し
て
再
び
光
緑
大
夫
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
二
千
石
ク
ラ
ス
に
あ
る
者
を
大
夫
と
し
て

中
央
に
徴
す
る
場
合
、
例
え
ば
秩
比
千
石
の
太
中
大
夫
で
は
、
地
位
が
低
す
ぎ
、
従

っ
て
光
旅
大
夫
に
任
じ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
光
旅
大
夫

が
設
置
さ
れ
た
武
帝
太
初
元
年
噴
は
、
前
漢
に
お
い
て
中
央
集
権
的
な
官
僚
機
構
が
ほ
ぼ
完
成
し
、
そ
れ
に
倖
い
、
官
僚
の
敷
も
増
大
し
つ
つ

あ
る
時
期
で
、
大
夫
の
官
僚
議
備
員
と
し
て
の
機
能
も
、
盆
々
重
要
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
賦
況
に
割
腹
し
て
、
二

229 
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千
石
ク
ラ
ス
の
官
僚
を
，ブ
レ
ー
ン
ト
ラ
ス
ト
と
し
て
、

ま
た
官
僚
議
備
員
と
し
て
、

待
機
さ
ぜ
て
お
く
た
め
に
設
置
さ
れ
た
の
が
、
秩
比
二
千

石
の
光
旅
大
夫
な
の
で
あ
る
。

右
の
如
き
、
中
大
夫
令
か
ら
の
大
夫
の
移
管
、
諌
大
夫
・
光
緑
大
夫
の
設
置
、

と
い
う
措
置
を
経
て
、

景
一帝
以
前
に
既
に
官
僚
珠
備
員
た
る

郎
吏
を
擁
し
て
い
た
郎
中
令
は
、
景
一帝
か
ら
武
一
宮
市
に
か
け
て
の
時
期
、
官
僚
機
構
に
射
す
る
官
僚
の
供
給
源
と
い
う
貼
で
、
そ
の
重
要
性
を
飛

躍
的
に
高
め
た
。
そ
し
て
、

そ
の
結
果
と
し
て
、
武
一帝一
太
初
元
年
の
郎
中
令
か
ら
光
旅
動
へ
の
改
稿
が
あ
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
節

光
株
動
と
い
う
名
稿

郎
中
令
は
武
一帝
太
初
元
年
に
光
緑
動
と
改
稿
さ
れ
た
が
、

」の
光
旅
動
な
る
名
穏
は
、

(
印
〉

一
見
し
た
だ
け
で
は
語
義
を
明
確
に
し
難
い
。
本
節

で
は
、
光
旅
動
と
い
う
官
名
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
考
え
た
い
。

臆
酌
日
く
、
光
は
明
な
り
、
緑
は
簡
な
り
、
動
は
功
な
り
。
如
淳
日
く
、
胡
公
は

「動
の
言
う
と
こ
ろ
は
閤
な
り
」
と
日
う
。
聞
は
古
の

門
を
主
る
官
な
り
、
光
旅
は
宮
門
を
主
る
。

師
古
田
く
、
臆
説
、
是
な
り
。

-24ー

ま
ず
『
漢
書
』

百
官
表
の
顔
師
古
注
に
は

(
印

)

と
あ
り
、
顔
師
古
は
庭
劫
・
如
淳
の
南
読
を
引
い
た
上
で
、
腔
酌
読
を
支
持
し
て
い
る。

補
に
は
次
の
よ
う
に
引
か
れ
て
い
る
。

一
方
、
如
淳
の
引
く
胡
贋
説
は

百
官
志
二
劉
昭
注

胡
庚
日
く
、
動
は
猶
お
閣
の
ご
と
き
な
り
、
易
に
日
く

「
閣
寺
と
な
す
」
と
、

置
寺
は
股
宮
門
戸
を
主
る
の
職
な
り
。

如
淳

・
胡
康
は
、
光
蔽
勅
の
「
動
」

を
「
閣
寺
」
、
す
な
わ
ち
宮
門
を
掌
る
官
の
意
味
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た

王
先
謙

『
漢
書
補
注
』

に
は
、
何
熔
『
義
門
讃
書
記
」
の

何
熔
日
く
、
首
に
如
読
に
従
う
べ
し
。
動
は
誼
み
て
闇
な
り
、
今
の
関
越
聞
に
猶
お
こ
の
昔
あ
り
。
下
に

「中
大
夫
を
更
め
て
光
線
大
夫

と
な
す
」
と
あ
り
、
亦
た
以
て
宮
門
内
に
在
る
の
み。



と
の
読
が
引
か
れ
、
同
じ
く
王
先
謙
『
後
漢
書
集
解
』
に
は
、
恵
棟
『
績
漢
志
補
注
』
巻
二
四
に
み
え
る
、

叉
た
「
闇
」
に
遁
じ
る
、
と
の
設
が
引
か
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
の
僚
に
も
、
王
先
謙
自
身
の
案
語
は
附
さ
れ
て
い
な
い
が
、
恐
ら
く
は
何
悼

・

「
動
」
は
「
蒸
」
と
同
じ
で
あ
り

恵
棟
と
同
意
見
な
の
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
雁
酌

・
顔
師
古
は
「
光
H
明、

様
H
爵
、
動
H
功」、

胡
贋
・
如
淳

・
何
熔

・
恵
棟

・
王
先
謙
は

「動
H
閤
」
と
す
る
の
で
あ

る
。
な
お
、
胡
贋
以
下
も
、
麿
勘
設
の
う
ち
「
光
H
明
、
線
H
爵
」
の
部
分
に
は
異
設
を
立
て
て
い
な
い
か
ら
、

」
の
訓
詰
は
動
か
ぬ
で
あ
ろ

ぅ
。
で
は
、

「動
」
の
訓
詰
は
「
功
」
な
の
か
「
闇
」
な
の
か
。

躍
酌
読
で
は

「
光
稼
動
」
は
「
明
霞
功
」
で
あ
り

少
々
形
式
的
に
言
え
ば

語
の
構
成
と
し
て
は

「光
+
稼
動
」
と
な

る
と
思
わ
れ

る
。
し
か
し
、
光
旅
大
夫
と
い
う
官
名
を
み
る
と
、

(
日
)

省
か
れ
、
光
緑
卿
と
改
稿
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
光
総
動
と
い
う
語
の
構
成
は
「
光
帳
+
勅
」

で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
貼
で
麿
酌
説
は

「光
緑
」
が
一
つ
の
要
素
を
成
し
て
お
り
、

ま
た
、
後
の
梁
代
に
は
、
光
蹄
動
は
動
字
を

か
く
し
て

「動
H
閤
」
と
す
る
胡
庚
以
下
の
読
に
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
光
旅
動
」
と
い
う
官
名
に
は
、

「明
鶴
間
」
と
い
う
訓
詰
が
興
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
武
一帝一
以
降
に
お
い
て

- 25ー

成
立
し
が
た
く
、

も
、
光
旅
動
が
宮
殿
警
護
を
掌
る
官
署
で
あ
り
積
け
た
こ
と
は
、
郎
中
令
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
き
と
饗
わ
り
は
な
い
。
従
っ
て
、
光
旅
動
す
な

わ
ち
「
明
霞
闇
」
と
い
う
名
稽
の
う
ち
、

で
あ
る
。

「動
H
閤
」
が
、
宮
門
警
護
と
い
う
そ
の
具
龍
的
な
職
掌
を
意
味
す
る
こ
と
、
胡
贋
の
読
の
と
お
り

一
方
の

「光
旅
H
明
爵
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
は
、
決
節
で
述
べ
た
い
。

第
三
節

光
線
動
の
機
能

大
夫
と
郎
吏
と
い
う
官
僚
議
備
員
を
属
下
に
擁
す
る
光
旅
動
が
、
漢
代
官
僚
機
構
に
お
い
て
、
官
僚
の
供
給
源
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
こ
と
は
、
既
に
述
べ
た
。
こ
こ
で
、
郎
中
令
が
光
緑
動
と
改
稿
さ
れ
、
こ
れ
に
仲
い
秩
比
二
千
石
の
光
緑
大
夫
が
設
置
さ
れ
た
武
一
帝
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太
初
元
年
に
お
け
る
、
光
稔
動
の
主
な
属
官
の
構
成
と
官
秩
を
、

『
漢
書
』
百
官
表
に
よ
り
一
覧
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
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光
株
大
夫
||
比
二
千
石

中

郎

賂

|
|
比
二
千
石

太
中
大
夫
|
|
比
千
石

郎

中

将

1
|
|
比

千

石

謂
者
僕
射
1
l
比

千

石

諌

大

夫

|
|
比
八
百
石

中

郎
ー
ー
比
六
百
石

議

郎
ー
ー
比
六
百
石

謁

者
1

1
比
六
百
石

侍

郎
ー

ー
比
四
百
石

- 26-

良日

中
ー
ー
比
三
百
石

こ
う
し
て
み
る
と
、
光
総
動
の
属
官
は
、

上
は
最
高
ク
ラ
ス
の
比
二
千
石
か
ら
、
下
は
い
わ
ゆ
る
敷
任
官
で
は
最
低
ク
ラ
ス
の
比
三
百
石
ま
で

の
、
各
階
層
に
渉
っ
て
設
置
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
を
、
大
夫
・
郎
吏
の
有
す
る
官
僚
致
備
員
と
し
て
の
機
能
と
考
え
合
わ
せ
る
と
、
次
の
よ
う

に
言
え
る
だ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
太
初
元
年
の
時
貼
で
光
除
動
は
、
官
僚
機
構
に
お

い
て
飲
員
が
生
じ
た
場
合
に
、
随
時
針
躍
で
き
る
よ
う
に
、
大
夫

・
郎
吏
等

を
珠
め
比
二
千
石
か
ら
比
三
百
石
ま
で
に
序
列
化
し
、
常
に
待
機
さ
せ
て
お
き、

し
か
る
後
、
そ
の
序
列
に
従
い
各
官
署
へ
と
供
給
す
る、

と

い
う
買
に
整
然
た
る
機
能
を
有
す
る
官
署
と
し
て
完
成
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
前
の
郎
中
令
な
る
名
稽
は
、
そ
れ
自
睦
で
は
、
宮

股
警
護
官
た
る
郎
吏
を
監
督
す
る
官
、

と
い
う
以
上
の
こ
と
を
意
味
せ
ず
、
太
初
元
年
前
夜
の
段
階
で
は
、

そ
の
貫
態
と
名
稿
は
必
ず
し
も

一

致
し
て
い
な
い
。
新
た
に
採
用
さ
れ
た
光
蔽
動
と
い
う
名
稽
の
「
光
緑
」
す
な
わ
ち
「
明
鶴
」
と
は
、
官
僚
議
備
員
の
官
秩

(H
爵
)
を
序
列



化

〈
H
明
ら
か
に
)
す
る
、
と
い
う
機
能
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
お
い
て
、
宮
殿
警
護
と
官
僚
供
給
源
と
い
う
こ
つ
の
側
面
を
持

つ
官
暑
の
「
名
が
正
さ
れ
た
」
の
で
あ
る。

右
の
如
き
光
晶
体
動
の
機
能
は
、
前
漢
時
代
に
は
有
数
に
作
用
し
て
い
た
が
、
王
奔
時
代
を
経
て
後
漢
〈
と
至
る
聞
に
、
徐
々
に
低
下
し
て
い

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
第
一
に
、
既
に
み
た
大
夫
の
機
能
低
下
が
あ
り
、
第
二
に
、
先
撃
も
指
摘
す
る
、
勝
召
制
の
盛
行

〈

臼

)

の
背
景
に
あ
る
、
官
僚
議
備
員
と
し
て
の
郎
吏
の
債
値
低
下
が
摩
げ
ら
れ
る
。

ぉ-

わ

り

以
上
、
考
察
し
て
き
た
こ
と
を
要
約
す
る
と
、
衣
の
よ
う
に
な
る
。

て
大
夫
は
、
皇
一
帯
一
の
.
ブ
レ
ー
ン
ト
ラ
ス
ト
と
し
て
、
前
漢
前
牟
の
皇
帝
権
力
の
強
化
に
大
き
な
役
割
を
捻
っ
た
。
前
漢
後
牢
に
お
い
て

は
、
内
朝
の
出
現
に
よ

っ
て
、
そ
の
機
能
は
相
封
的
に
低
下
し
た
が
、
内
朝
官
の
母
胎
と
し
て
は
依
然
重
要
で
あ
っ
た
。

- 27ー

二
、
同
時
に
、
大
夫
は
官
僚
珠
備
員
と
し
て
、

官
僚
が
秩
比
六
百
石
を
越
え
て
昇
進
し
て
い
く
上
で
の
、

重
要
な
一
階
梯
で
あ

っ
た
。

三
、
右
の
大
夫
の
機
能
は
、

王
奔
時
代
を
経
て
後
漢
に
至
る
聞
に
、
徐
々
に
低
下
し
て
い
っ
た
。

四
、
従
来
、
単
に
宮
殿
警
護
を
掌
る
と
さ
れ
て
い
た
光
稼
動
は
、

そ
れ
以
外
に
、
郎
吏
・
大
夫
と
い
う
官
僚
議
備
員
を
序
列
化
し
、
待
機

さ
せ
て
お
く
機
能
を
有
し
て
い
た
。
光
稔
動
と
い
う
名
稽
の
う
ち
、

「光
職
」
と
は
こ
の
序
列
化
の
側
面
を
表
し
、

「
動
」
と
は
宮
殿

警
護
の
側
面
を
意
味
す
る
。

(

臼

〉

三
園
時
代
以
降
、
大
夫
は
全
く
形
骸
化
し
た
名
血
管
職
と
な
り
、
光
旅
動
も
ま
た
唐
代
に
至
る
過
程
で
、
郎
吏

・
大
夫
が
そ
の
属
下
か
ら
離
れ

(

臼

〉

て
ゆ
き
、
徐
々
に
重
要
性
を
失
い
、
唐
代
に
至
り
車
に

「
酒
醒
膳
蓋
」
を
掌
る
の
み
の
官
と
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し、

前
漢
武
帝
時
代
に
完
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成
し
た
光
緑
動
の
官
僚
序
列
化
と
い
う
機
能
は
、
形
骸
化
し
つ
つ
も
後
世
に
影
響
を
輿
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
唐
代
の
文
散
官
1

|文
官
の
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官
口
問
、
序
列
の
み
を
表
す
官

l
ー
は
、

全
て
某
々
大
夫
、

某
々
郎
と
い
う
名
稀
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
賞
、
が
そ
れ
で
あ
る
。
無
論
、
唐

代
の
文
散
官
は
、
六
朝
時
代
に
お
け
る
粁
除
曲
折
を
経
て
成
立
し
た
も
の
で
、
漢
代
の
大
夫

・
郎
吏
と
は
直
接
の
縫
受
闘
係
は
無
い
と
考
え
ら

(

臼

)

れ
る
が
、
そ
こ
に
、
前
漠
武
一
帝
時
代
に

一
つ
の
頂
貼
に
達
し
た
中
園
古
代
官
僚
制
度
の
、
後
世
へ
の
影
響
の
一
端
を
垣
間
み
る
こ
と
は
充
分
可

能
で
あ
ろ
う
。

註(
1
〉
漢
代
中
央
政
府
の
諸
官
署
に
つ
い
て
の
研
究
と
し
て
は
、
日
本
で

は
、
和
田
清
編
者
『
支
那
官
制
設
逮
史
』
上
加
(
中
央
大
祭
出
版
部

一
九
四
二
、
の
ち
汲
古
書
院
一
九
七
三
復
刻
)
の
第
二
章

「
秦
漢
時

代
」
(
棚
田
井
芳
朗
執
筆
)
、
大
庭
筒
「
漢
王
朝
の
支
配
機
構
」
(
向
者

『
秦
漢
法
制
史
の
研
究
』
創
文
社

一
九
八
二
、

初
出
は
『
岩
波
講
座

世
界
歴
史
』
四
岩
波
書
広
一
九
七

O
〉
が
あ
り
、
中
園
で
は
、
陶

希
聖

・
沈
巨
塵
『
秦
漢
政
治
制
度
』

(
上
海
一商
務
印
書
館

一
九
一一一

六
〉
、
安
作
琢

・
熊
餓
基
『
秦
淡
官
制
史
稿
』
上
下
(
斉
魯
書
祉

一

九
八
四
・
八
五
)
、
楊
鴻
年
『
漢
貌
制
度
叢
考
』
ハ
武
漢
大
息
ナ
出
版
社

一
九
八
五
)
が
あ
る
。

(

2

)

光
糠
勅
は
、
武
一
一
帝
太
初
元
年

(前

一
O
四
)
に
改
稿
さ
れ
る
ま
で
は

郎
中
令
と
い
っ
た
が
、
本
稿
で
は
、
特
に
時
代
的
背
景
を
考
慮
す
る
必

要
の
な
い
か
ぎ
り
、
光
稼
動
の
名
穏
を
用
い
る
。
な
お
、
第
二
章
に
お

い
て
、
前
漢
前
中
十
に
お
け
る
光
線
勅
の
繁
遷
を
論
ず
る
と
き
に
は
、
便

宜
的
に

「
郎
中
令

1
光
瞭
勅
」
と
す
る
場
合
が
あ
る
。

(

3

)

般耕留一一

「楽
漢
郎
吏
制
度
考
」
(
同
者
『
巌
耕
留
一
百
人
民
千
論
文
選
集
』

墓
北
聯
経
出
版
事
業
公
司

一
九
九

て
初
出
は
「
中
央
研
究
院
歴

史
語
言
研
究
所
集
刊
』
第
二
三
本
上
朋

一
九
五
一
〉
、

増
淵
龍
夫
「
戦

園
官
僚
制
の
一
性
絡
」

(
同
著

『新
版
中
園
古
代
の
杜
舎
と
園
家
』

岩

波
書
庖

一
九
九
六
、

な
お
本
書
の
醤
版
は
弘
文
掌
一
九
六

O
刊
、

ま
た
論
文
の
初
出
は
『
祉
曾
経
済
史
皐
』
第
一
一
一
巻
第
三
貌

一

九
五

五
)
。

(

4

)

安
作
一軍

・
熊
餓
基
『
秦
漢
官
制
史
稿
』
上
(
註
(
1
〉
前
掲
)
で
は

一

O
七
頁
以
下
の
光
線
刻
の
僚
で
ご
く
簡
単
に
飼
れ
ら
れ
て
い
る。

ま

た、

楊
鴻
年
『
漢
貌
制
度
叢
考
』
(
註
(

1

)

前
掲
)
で
は、

「大
夫
」

と
し
て

一
項
を
立
て
て
、
よ
り
詳
細
に
論
じ
て
は
い
る
が
、
大
夫
を
光

稼
動
と
の
関
係
に
お
い
て
考
察
す
る
観
黙
は
希
穏
で
あ
る。

(

5

)

な
お
、
漢
代
で
は
「
大
夫
」
と
い
う
語
に
は
大
略
三
つ
の
用
法
が
あ

っ
た
。
そ
の
一
は
爵
名
で
、
二
十
等
爵
中
に
は
大
夫

・
官
大
夫
・
公
大

夫
・
五
大
夫
等
の
名
稿
が
み
え
る
。
そ
の
二
は
官
位
に
関
わ
る
も
の

で、

官
秩
六
百
石
か
ら
千
石
ま
で
の
官
僚
の
身
分
を
「
位
大
夫」

と
祷

し
て
い
た。

そ
し
て
い
ま
一

つ
が
官
職
名
で
、
本
稿
が
制
到
象
と
す
る
光

線
勅
の
大
夫
ゃ
、
副
丞
相
た
る
御
史
大
夫
が
あ
る
。
以
下
、

木
稿
に
お

い
て
車
に
大
夫
と
あ
る
場
合
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
光
板
勃
の
大
夫
の

こ
と
で
あ
る
。

(

6

)

段
士
山
洪
『
周
代
卿
大
夫
研
究
』
(
肇
北

一 28ー

文
津
出
版
社

一
九
九
四
)
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第

一
章
「
有
関
卿
大
夫
的
幾
個
問
題
」
、
お
よ
び
吉
本
道
雅
「
春
秩
園

人
考
」

(
『
史
林
』
第
六
九
巻
第
五
銃
一
九
八
六
〉
、
同
「
春
秋
世
族

考
」

(『東
洋
史
研
究
』
第
五
三
巻
第
四
銃
一
九
九
五
〉
参
照
。

(
7
〉
『
呂
氏
春
秋
』
季
夏
紀
。

是
月
也
、
令
四
監
大
夫
合
百
勝
之
秩
郷
、
以
養
犠
牲
(
高
誘
注
。

四
監
、
監
四
郡
大
夫
也
)
。

(
8
〉
『
離
騒
』
王
逸
章
句。

屈
原
名
卒
、
奥
楚
同
姓
、
仕
於
懐
玉
、
震
三
閤
大
夫
、

三
間
之

職、

掌
王
族
三
姓
、
日
昭
・
屈
・

景
。

(

9

)

『漢
書
』

百
官
表
。

御
史
大
夫
、
秦
官
(
注
。
際
勧
目
、
侍
御
史
之
率
、
故
務
大
夫

一
玄
〉
。

(

m

)

『
左
俸
』
に
よ
れ
ば
、
大
夫
の
身
分
に
は
、
上
下
も
し
く
は
上
中
下

の
別
が
あ

っ
た
と
さ
れ
る
。
段
志
洪
『
周
代
卿
大
夫
研
究
』
第

一
章

「有
関
卿
大
夫
的
幾
個
問
題
」
(註
(

6

)

前
掲
)
参
照
。
な
お
、

『雄

記
』
王
制
に
、

王
者
之
制
稼
爵
、
公
・
侯
・
伯
・
子
・
男
、
凡
五
等
、
諸
侯
之
上

大
夫
卿
・
下
大
夫
・
上
士
・
中
士

・
下
士
、
凡
五
等
(
飾
玄
注
。

上
大
夫
臼
卿
)
。

と
あ
る
の
に
従
え
ば
、
上
大
夫
と
は
、
則
ち
諸
侯
園
の
卿
の
こ
と
で
あ

v
Q

。

(
日
)
『
史
記
』

巻
六
秦
始
皇
本
紀

・
秦
王
政
九
年
僚
。

長
信
侯
謬
毒
作
飢
而
究
:::、

主
知
之
、
令
相
園
昌
卒
君

・
昌
文

君
愛
兵
攻
士
母
、
戟
成
陽
:
::、

毒
等
敗
走
・
:
:
、
蚤
得
士
母
等
、
街

尉
鴻

・
内
史
建

・
佐
A
L
鴇

・
中
大
夫
令
斉
等
〈
正
義
。
令
力
政

反
、
中
大
夫
令
、

秦
官
也
、
湾
、
名
也
〉
、
二
十
人
皆
泉
首
。

(
ロ
)
拡
均
株
「
秦
漢
九
卿
考
」

〈
『
努
斡
皐
術
論
文
集
甲
縞
』
肇
北

義

文

印
書
館

一
九
七
六
、
初
出
は

『大
陸
雑
誌
』
一
五
一

一

一
九
五

七
)
参
照
。
秦
代
の
大
夫
に
つ
い
て
、
『
宋
書
』
袋
三
九
百
官
志
上
に

は
「
光
線
大
夫
、
秦
時
篤
中
大
夫
」
、
『
通
典
』
巻
三
四
職
官
一

六
に

は
、

「太
中
大
夫
、
秦
官
、
亦
掌
論
議
、
漢
因
之
」

「
中
大
夫
、
秦

官」

と
あ
る
。
ま
た
、
『
初
率
記
』
各

一
二
に
は
、

按
諌
議
大
夫
、
秦
官
也
、
調門
職
儀
云
、
初
秦
置
諌
議
大
夫
、
厩
郎

中
令
、
無
常
員
、

多
至
数
十
人
、
掌
論
議
。

漢
初
不
置
、
至
武
脅

始
因
秦
宣
之
、
無
常
員
。
皆
名
儒
宿
徳
信
用
之
。
殺
光
線
勅
。

光
武

噌
議
字
、
策
謀
議
大
夫
、
置
三
十
人
。
廊
光
線
動
。

と
あ
る
が
、
秦
代
の
大
夫
が
郎
中
令
に
属
し
て
い
た
と
す
る
黙
で
、
や

や
疑
問
で
あ
る
。
な
お
、

『
陪
室
田』
巻
三
三
経
籍
志

二
に

よ
れ
ば
、

『斉
職
儀
』
は
南
斉

・
王
珪
之
撲
。

(お
〉
大
夫
が
宮
中
で
君
主
に
近
侍
し
て
い
た
こ
と
に
関
し
て
は
、
や
や
時

代
が
降
る
が
、

『
漢
書
』

径
三
九
曹
参
俸
に
、
次
の
よ
う
な
琴
帝
時
代

の
記
事
が
あ
る
。

参
子
宮
策
中
大
夫
、

恵一
帝
怪
相
園

(
U
曹
参
)
不
治
事
:
・
・、
官

既
洗
休
館
、
時
開
、

自
従
其
所
諌
参、

参
怒
而
答
之
二
百
、
日
趣

入
侍
、
天
下
事
非
乃
所
営
言
也
。

(M〉

楊
寛

『戦
園
史
』
増
訂
第
三
版
(
華
北

護

問

商
務
印
書
館

一
九

九
七
)
第
六
章
第
四
節

「加
強
統
治
的
有
開
制
度
創
設
」
参
照
。

(
日
)

『史
記』

巻
四
六
回
調
用
世
家

・
集
解。

劉
向
別
録
目
、
斉
有
稜
門
、
城
門
也
、

談
設
之
士
期
曾
於
稜
下

也
。

- 29ー
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(
時
〉
こ
の
こ
と
は
、
本
章
第
五
節
で
詳
述
す
る
前
淡
前
牢
期
の
大
夫
の
活

動
か
ら
も
遡
っ
て
類
推
し
う
る
。

(
げ
〉

本
章
第
五
節
参
照
。

(
日
)

集
議
に
つ

い
て
は
、
永
田
英
正
「
漢
代
の
集
議
に
つ
い
て
」

(『東

方
態
ナ
報
京
都
』
第
四
三
船
京
都
大
皐
人
文
科
曲
学
研
究
所

一
九
七

二
〉
参
照
。
以
下
、
集
議
に
言
及
す
る
場
合
は
永
田
氏
の
論
考
に
よ

り
、
一
々
こ
と
わ
ら
な
い
。
な
お
、
集
議
の
参
加
者
は
時
に
よ
り
、
必

ず
し
も
一
定
し
て
い
な
い
が
、
史
書
に
み
え
る
集
議
の
記
録
か
ら
は
、

多
く
の
場
合
に
大
夫
が
含
ま
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

(
凹
)

淡
代
の
使
者
に
つ
い
て
は
、
大
庭
筒
「
後
漢
の
将
軍
と
勝
箪
俵
節
」

〈註
(

1

)

前
掲
「
秦
漢
法
制
史
の
研
究
』
、
初
出
は
「
漢
代
の
節
に
つ

い
て
|
|
将
軍
候
簡
の
前
提
|
|
」

の
題
で
『
関
西
大
接
東
西
皐
術
研

究
所
紀
要
』
一
一
一

九
六
九
)
参
照
。

(
初
)
同
様
の
例
と
し
て
は
、

『制世帯
一回
』
各
四
三
陸
賀
俸
の
次
の
記
事
が
あ

る
。

孝
文
即
位
、
欲
使
人
之
南
越
。
丞
相
(
陳
)
卒
乃
言
貿
信
用
太
中
大

夫
、
往
使
(
南
越
王
)
尉
仲
間
。

(
幻
)
西
域
都
議
に
つ
い
て
は
、
勢
総
「
漢
代
的
西
域
都
護
輿
戊
己
校
尉
」

(註〈
ロ
〉
前
掲
『
努
斡
皐
術
論
文
集
甲
縞
』
、
初
出
は
『
中
央
研
究
院

歴
史
誇
言
研
究
所
集
刊
』
第
二
八
本
上
加
一

九
五
六
)
参
照
。
ま

た
、

『
漢
書
』

各
七

O
段
禽
宗
停
に
、

党
寧
中
、
以
杜
陵
令

・
五
府
穆
潟
西
域
都
護

・
騎
都
尉

・
光
被
大

夫
、
西
域
敬
其
威
信
。

と
あ
り
、
諌
大
夫
だ
け
で
な
く
、
光
糠
大
夫
に
も
西
域
都
議
が
加
官
さ

れ
る
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

(
幻
〉
地
方
の
欣
況
を
観
察
す
る
た
め
に
大
夫
が
汲
遣
さ
れ
た
例
は
、

京
国
』
『
後
漢
書
』

本
紀
中
に
頻
見
し
、
枚
翠
に
逗
が
な
い
。

ハ
お
〉
『
北
堂
書
紗
』
径
五
六
に
引
く
意
昭
『
緋
緯
名
』
に
は
、
「
太
中
大

夫
、
在
中
最
篤
高
大
者
也
」
と
あ
る
。
ま
た
、

『
資
治
通
鑑
』

漢
紀
六

文
-帝
前
三
年
僚
で
胡
三
省
が
、

「
中
大
夫

・
:
・
其
位
在
太
中
大
夫
之

下
、
諌
大
夫
之
上
」
と
注
す
る
の
に
従
う
べ
き
で
あ
る
。

ハ川出)

古
川
朋
信

「
雨
漢
時
代
の
百
官
秩
蔽
制
度
に
就
い

て
」
(
『
東
洋
史

舎
紀
要
』
第
二
加
東
洋
史
曾

一
九
三
七
)
参
照
。

(お
)

太
初
元
年
の
中
大
夫
か
ら
光
蔽
大
夫
へ
の
改
稽

・
増
秩
は
、

元
狩
五

年
以
降
の
、
同
じ
秩
比
八
百
石
に
中
大
夫
と
諌
大
夫
が
併
存
す
る
と
い

う
紋
況
を
解
消
す
る
た
め
の
措
置
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
績
拡
快

晴一出』

百
官
志
二
の
劉
昭
注
に
、

胡
康
日
く
、
光
線
大
夫
は
本
は
中
大
夫
た
り
。
武
一
帝
元
狩
五
年
、

諌
大
夫
を
置
き
た
れ
ば
、
光
蔽
大
夫
と
な
す
。

と
あ
る
の
も
、
そ
の
傍
誼
と
な
ろ
う
。
な
お
、
中
大
夫
の
光
線
大
夫
へ

の
改
稽

・
増
秩
の
原
因
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
詳
し
く
は
本
章
第
五

節
で
後
述
す
る
。

(
お
)

『
漢
書
』
巻

一
O
成
一帝
紀
。

(陽
朔
二
年
)
夏
五
月
、
除
吏
八
百
石

・
五
百
石
秩
(
注
。

李
奇

回
、
除
八
百
就
六
百
、
除
五
百
就
四
百
)
。

司惰霊園』

巻
二
八
経
籍
志
こ
に
は
、
「
漢
官
五
巻
、
態
勧
注
」

と
あ

る
の
み
だ
が
、
態
叫
聞
は
後
漢
末
の
人
だ
か
ら
、
『
漢
官
』
の
後
漢

時
代
以
前
の
成
書
は
明
ら
か
で
あ
る
。
な
お
、
『
惰
書
』
経
籍
志

で
は
、
府
除
勧
撰

『
拠
官
儀
』

十
巻
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
の
で
、

別
書
と
恩
わ
れ
る
。

『

淡

- 30-
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『
東
観
漢
記
』
の
こ
の
僚
に
記
さ
れ
た
官
秩
は
、
『
績
漢
書
』
百
官

士
山
の
記
載
と
異
同
が
あ
る
場
合
が
多
く
、
こ
れ
が
、
建
武
初
年
の

奮
制
と
考
え
ら
れ
る
理
由
の
一
端
で
あ
る
。
詳
し
く
は
、
奥
樹
卒

校
注
『
東
翻
漢
記
校
注
』
(
中
州
古
籍
出
版
社
一
九
八
七
)
参

照。
『
漢
書
』
巻
九
九
中
王
奔
停
中
。

始
建
園
元
年
:
:
:
、
更
名
秩
百
石
田
庶
土
、

三
百
石
田
下
士
、
四

百
石
田
中
士
、
五
百
石
田
命
士
、
六
百
石
元
士
、
千
石
下
大
夫
、

比
二
千
石
田
中
大
夫
、
二
千
石
田
上
大
夫
、
中
二
千
石
臼
卿
。

『
周
種
』
夏
官

・
度
人
係
。

度
人
掌
十
有
二
閑
之
政
敬
、
・
:
:
散
馬
耳
、
圏
馬
(
注
。
郷
司
農

云
、
:
・
散
讃
篤
中
散
大
夫
之
散
。
孫
諮
譲
正
義
。
段
玉
裁
云
、

中
散
大
夫
、
蓋
封
大
中
大
夫
言
之
、
中
大
夫
之
閑
散
者
、

次
於
中

大
夫
之
大
者
也
〉
。

ハ
幻
)
こ
こ
に
記
さ
れ
る
の
は
、
厳
密
に
言
え
ば
官
秩
で
は
な
く
、
お
そ
ら

く
朝
舎
に
お
け
る
班
位
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
官
秩
と
班
位
の
聞
に

は
、
あ
る
程
度
の
封
膝
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、
こ

こ
に
列
摩
さ
れ
た
官
の
官
秩
は
、
次
の
と
お
り
。
車
騎
将
軍
は
「
公
に

比
す
」
(
百
官
士
山
一
〉
と
さ
れ
る
。
五
校
尉
と
は
、
屯
騎
・
越
騎
・
歩

兵
・
長
水
・
射
撃
の
五
校
尉
の
こ
と
、
官
秩
は
比
二
千
一
石
(
百
官
士
山

四
)
。
博
士
は
秩
比
六
百
石
で
、
議
郎
は
秩
六
百
石
(
い
ず
れ
も
百
官

士
山
二
)
と
な
る
。

(
M
M

〉
「
徒
」
の
用
例
と
し
て
は
次
の
も
の
が
あ
る
。

『漢
書
』
巻
三
六
劉
徳
惇
。

昭
一
帝
初
、

(
徳
)
震
宗
正
丞
、
雑
治
劉
津
詔
獄
、
父
〈
H

野
彊
〉

(

却

〉

(

ぬ

)

震
宗
正
、
徒
大
鴻
腿
丞
。

『
漢
書
』

巻
七
六
韓
延
誇
俸
。

(延
誇
)
遜
准
陽
太
守
、
治
甘
四
有
名
、
徒
頴
川
〈
太
守
〉

・・

数
年
、
徒
岳
周
東
郡
太
守
。

(
お
)
『
通
典
』
巻
一
一
一
職
官
三
。

後
漢
、
増
諌
大
夫
篤
諌
議
大
夫
。

お
よ
び
註
(
ロ
〉
前
掲
『
初
回
学
記
』
参
照
。

(
川
内
〉
こ
こ
に
名
を
翠
げ
ら
れ
た
者
た
ち
の
、
武
-
一
帝
に
近
侍
し
た
際
の
官
職

を
み
る
と
、
殿
助
|

|
中
大
夫
、
朱
買
臣

l
l
待
詔

・
中
大
夫
、
五
日
丘

露
王
|

|
待
詔

・
中
郎
・
太
中
大
夫
、
司
馬
相
如
||
郎

・
中
郎
勝
、

主
父
僅
|
|
郎
中
・

謁
者
・
中
郎

・
中
大
夫
、
徐
祭
|

|
郎
中
、
巌
安

|
|
郎
中
、
東
方
朔

l
l
待
詔
公
車

・
待
詔
金
馬
門
・
常
侍
郎
・
太
中

大
夫
、
枚
泉
|

|
待
詔
・
郎
、
謬
倉
|
|
不
明
、
終
寧
1

1
謁
者

・
諌

大
夫
、
鍛
葱
奇
|
|
常
侍
郎
、

と
な
る
。

十
二
人
中
六
人
が
大
夫
と
な

り
、
そ
の
他
も
郎
中
・
待
詔
と
な

っ
て
い
る
。
な
お
、

待
認
に
つ
い
て

は
、
杉
本
憲
司
「
漢
代
の
待
詔
に
つ
い
て
」
(
『
大
阪
府
立
大
皐
祉
禽

科
皐
論
集
』
四
・
五
一
九
七
一
二
)
参
照
。

ま
た
、
師
古
注
に
「
外
調
公
卿
大
夫
也
」

と
あ
る
「
大
夫
」
と
は
、

本
稿
「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
「
官
秩
六
百
石
か
ら
千
石
ま
で
の
官

僚
」
の
こ
と
で
、
光
器
棚
勅
の
大
夫
の
こ
と
で
は
な
い
。

(
お
)
加
藤
繁
「
漢
代
に
於
け
る
圏
家
財
政
と
帯
室
財
政
と
の
匿
別
並
び
に

一
帝
室
財
政
一
斑
」

(
向
者
『
支
那
経
済
史
考
詮
』
上
東
京

東

洋

文

庫
一
九
五
二
)
参
照
。

〈
お
)
『
漢
書
』

巻
六
四
上
巌
助
停
。

助
潟
中
大
夫
、
:
:
:
、

於
是
奔
筋
合
稽
太
守
。
数
年
不
問
問
、
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(
武
一
帝
)
賜
書
目
、
制
詔
曾
稽
太
守
、
君
厭
承
明
之
底
、
品
刀
侍
従

之
事
、
懐
故
土
、
出
管
周
郡
吏
〈
注
。
張
安
目
、
承
明
底
在
石
渠
閣

外、

直
宿
所
目
庇
)
:
・

『
漢
書
』
径
八
八
儒
林
傍
注
。

師
古
田
、
三
輔
故
事
云
、
石
渠
閣
在
未
央
宮
北
、
以
臓
秘
書
也
。

(
幻
)
『
漢
書
』
巻
七
二
飽
宣
体
。

宣
以
諌
大
夫
従
其
後
、
上
書
謀
日
・::、

陛
下
摺
臣
殿内八
、
誠
実

有
金
一挙
毛
、
宣
徒
欲
使
臣
美
食
太
官
、
重
高
門
之
地
哉
(
注
。耳
日

灼
目
、
高
門
、
殿
名
也
。
師
古
田
、
在
未
央
宮
中
)
。

な
お
、
こ
こ
で
も
「
美
食
太
官
」
と
、
諌
大
夫
飽
宣
が
太
官
令
か
ら
食

を
受
け
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

(
叩
叩
〉
福
井
重
雄
『
漢
代
官
吏
登
用
制
度
の
研
究
』
(
創
文
壮
一
九
八

八
〉
第
三
章
第
二
節

「官
僚
制
度
と
官
秩
」
参
照
。

(
却
)
永
田
英
正
「
後
撲
の
三
公
に
み

ら
れ
る
起
家
と
出
自
」
(『
東
洋
史

研
究
』
第
二
四
巻
第
三
統
一
九
六
五
〉
参
照
。

(
州
制
)
な
お
、
大
夫
が
、
か
か
る
性
絡
を
有
し
て
い
た
の
は
、
前
漢
に
限
つ

て
の
こ
と
で
、
後
漢
に
お
い
て
は
吠
況
が
鑓
化
す
る
。
次
節
で
詳
述
す

る。

(

H

U

)

『
漢
書
』
各
六
八
窪
光
捕
問
。

(
都
邑
)
公
主
内
行
不
修
、
近
幸
河
閲
丁
外
人
。
〈
上
官
)
笑

・

(
上
官
)
安
欲
震
外
人
求
封
、

幸
依
図
家
故
事
以
列
侯
山
間
公
主

者
、
光
不
許
。
文
信
用
外
人
求
光
線
大
夫
。

『
漢
書
』
巻
七
九
猿
奉
世
間
得
。

前
絡
軍
(
韓
)
抽
唱
翠
車
中
世
、
以
術
候
使
持
節
途
大
宛
諸
園
客

0

.
-諸
園
悉
卒
、
威
振
西
滅
。
:
:
:
上

(
H
宣
帯
)
甚
説
、
下
議

(

必

)

封
奉
世
、
丞
相
・
将
軍
皆
目
:
:
:
奉
世
功
放
尤
者
、

宜
加
爵
土
之

賞
。
少
府
粛
望
之
濁
以
奉
世
奉
使
有
指
、
而
飽
矯
制
違
命
:
:
:
奉

世
不
宜
受
針
。
上
善
望
之
議
、
以
奉
世
魚
光
蔽
大
夫
。

『
説
書
』
径
四
八
賀
誼
停
。

(
誼
)
至
太
中
大
夫
。
誼
以
篤
渓
輿
二
十
鈴
年
、
天
下
和
治
、
宜

嘗
改
正
朔
、
易
服
色
制
度
、
定
官
名
、
興
穫
祭
。
乃
革
具
其
儀

法
、
色
上
賞
、
数
用
五
、
震
官
名
悉
更
。
奏
之
、
文
一帝
謙
譲
未
皇

也
。
然
諸
法
令
所
更
定
、
及
列
侯
就
圏
、
其
説
皆
誌
護
之
。
於
是

天
子
議
以
誼
任
公
卿
之
位
、
絡
・
濯

・
東
陽
侯

・
宮
町
敬
之
属
、

重

害
之
、
乃
駁
誼
日
、
機
陽
之
人
年
少
初
阻
午
、
専
欲
抱
擁
、
紛
鋭
諸

事
。
於
是
天
子
後
亦
疏
之
。

『
漢
書
』

各
四
九
勉
錯
停
。

(
錯
)
遜
中
大
夫
。
錯
叉
言
宜
削
諸
侯
事
、
及
法
令
可
更
定
者
、

書
凡
三
十
篇
、
孝
文
雄
不
霊
源
、
然
奇
其
材
。
嘗
是
時
、

太
子
善

錯
計
策
、
愛
設
諸
大
功
臣
多
不
好
錯
。

『
漢
書
』

巻
六
四
上
主
父
健
停
。

億
数
上
疏
言
事
、
遜
謁
者
・
中
郎

・
中
大
夫
、

放
中
回
選
。
偲
設

上

(
H
武
一
帝
)
目
、
・
:
・
願
陛
下
令
諸
侯
得
推
恩
分
子
弟
、
以
地

侯
之
、
彼
人
人
喜
得
所
願
、
上
以
徳
施
、
質
分
其
園
、
必
精
白
鈴

弱
失
。

『
模
書
』

巻
六
四
上
巌
助
停
。

建
元
三
年
、
関
越
穆
兵
園
東
甑
、
東
風
告
急
於
談
。
時
武
一帝
年
未

二
十
、
以
問
太
尉
田
紛
。
粉
以
箆
越
人
相
攻
撃
、
其
常
事
、
叉
倣

反
覆
、

不
足
煩
中
園
往
救
也
、
自
秦
時
棄
不
属
。
於
是
助
詰
扮

日
、
・
:
:
。
上
回
、
太
尉
不
足
奥
計
、豆
ロ
新
即
位
、
不
欲
出
虎
符
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渡
兵
郡
図
。
乃
遺
助
以
節
援
兵
舎
稽
。

な
お
、
『
漢
書
』
巻
九

O
酷
吏
俸
に
は
、

(
越
馬
〉
至
中
大
夫
、
奥
張
湯
論
定
律
令
、
作
見
知
、

吏
博
相
監

司
以
法
、
登
自
此
始
。

と
あ
る
。

(
必
)

『
漢
書
』
巻
四
六
石
夜
間
停
に
は
、

奮
積
功
労
、
孝
文
時
、
官
至
太
中
大
夫
、
無
文
鼠
午
、

恭
護
、
翠
無

輿
比
。

と
あ
る
。
ま
た
、
街
青
も
、
そ
の
軍
事
的
才
能
は
後
の
お
伺
奴
戦
に
お

い
て
明
ら
か
と
な
る
が
、
太
中
大
夫
へ
の
就
任
は
、
『
漢垂直
』
巻
五
五

衡
青
俸
に
は
、

子
夫

(
U
青
の
姉
、
後
の
衡
皇
后
)
篤
夫
人
、
青
信
用
太
中
大
夫
。

元
光
六
年
、
奔
需
用
車
騎
帥
府
軍
、
撃
伺
奴
。

と
あ
る
の
み
で
、
軍
事
的
知
識
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
姉
の
入
内
に

伴
う
も
の
で
あ
ろ
う
。

(
M
叩
)
勢
総
「
論
漢
代
的
内
朝
奥
外
靭
」
(註
(
刊
以
〉
前
掲
『
勢
総
翠
術
論
文

集
甲
編
』
上
加
初
出
は
『
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
』
第
一
一
一
一
本

一

九
四
八
)
、
増
淵
龍
夫
「
漢
代
に
お
け
る
園
家
秩
序
の
構
造
と
官
僚
」

(註
(
3
〉
前
掲
『
新
版
中
園
古
代
の
祉
舎
と
園
家
』
、
初
出
は

『一

橋

論
叢
』
二
八
|
四
一
九
五
二
)
、
西
嶋
定
生
「
武
帯
の
死
l
「鰹
鍛

論
」
の
政
治
史
的
背
景
|
」
(
同
着

『
中
園
古
代
園
家
と
東
ア
ジ
ア
世

界
』
東
京
大
皐
出
版
舎
一
九
八
三
、

初
出
は
『
古
代
史
講
座
』
翠
生

社
一
九
六
五
〉
、
鎌
田
重
雄
「
漢
代
の
向
書
官
l
領
向
書
事
と
録
倫

室
田
事
と
を
中
心
と
し
て
|
」
〈
『
東
洋
史
研
究
』
第
二
六
谷
第
四
鋭

一
九
六
八
)
、

富
田
健
之
「
前
漢
武
一帯一
期
以
降
に
お
け
る
政
治
構
造
の

(
付
制
〉

一
考
察
|
い
わ
ゆ
る
内
朝
の
理
解
を
め
ぐ
っ
て
|
」
(
『
九
州
大
皐
東

洋
史
論
集』

九
一
九
八
一

)
、
同

「
内
朝
と
外
朝
|
漢
朝
政
治
構
造

の
基
礎
的
考
察
|
」
(
『
新
潟
大
皐
数
育
皐
部
紀
要
』

第
二
七
巻
第
二

続

人

文

・
枇
曾
科
拳
編

一
九
八
六
)
、
同
「
漢
時
代
に
お
け
る
倫

書
値
制
の
形
成
と
そ

の
意
義
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
第
四
五
各
第
二
銃

一
九
八
七
)
、
藤
田
高
夫
「
前
漢
後
半
期
の
外
戚
と
官
僚
機
構
」
〈
『
東

洋
史
研
究
』
第
四
八
巻
第
四
貌

一
九
九

O
)
多
照
。

(
U
〉

肱
刀
株
「
論
漢
代
的
内
朝
輿
外
朝
」

(註
(
必
)
前
掲
)
で
は
、
内
朝
官

の
ひ
と
つ
で
あ
る
給
事
中
が
、
あ
ら
ゆ
る
官
に
加
官
さ
れ
た
こ
と
が
指

摘
さ
れ
る
。

(
川
崎
)
藤
田
高
夫

「
前
漢
後
半
期
の
外
戚
と
官
僚
機
構
」

(
註
(
必
〉
前
掲
)

参
照
。

(
川
田
〉
河
地
重
造
「
王
奔
政
権
の
出
現
」
(
『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
』
四

岩
波
書
官

一
九
七

O
)
参
照
。

(印〉

後
漢
の
制
科
針
策
に
お
い
て
被
察
奉
者
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、

比

六
百
石
の
議
郎
に
補
任
さ
れ
て
い
る
。

福
井
重
雅
『
漢
代
官
吏
登
用
制

度
の
研
究
』
(
註
(
お
)
前
掲
)
第
二
章
第
五
節
「
察
穆
と
針
策
の
吉
岡

第
」
参
照
。

(
日
〉
二
一
園
以
降
の
大
夫
に
つ
い
て
、

『E
白書
』
袋
二
四
職
官
志
は
、
次
の

よ
う
に
記
す
。

光
椋
大
夫
俵
銀
章
青
綬
者
、

:
:
:
貌
氏
己
来
、
輔
押
復
優
重
、
不
復

以信
用
使
命
之
官
。
其
諸
公
告
老
者
、
皆
家
奔
此
位。

(
臼
)
百
官
表
で
大
夫
・
郎
吏
と
と
も
に
、
光
藤
勅
の
嵐
官
と
し
て
翠
げ
ら

れ
た
謁
者
も
、
ま
た
同
様
に
官
僚
激
備
員
と
し
て
機
能
し
て
い
た
の
で

は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
が
、
残
念
な
が
ら
、
今
は
、
こ
れ
を
詳
し
く
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検
討
す
る
紙
幅
が
な
い
。

(mω

〉
脳
間総

「
秦
淡
九
卿
考
」

(
註
(
ロ
)
前
掲
)
で
は
、
秦
代
に
お
い
て

は
、
郎
中
令
・
中
大
夫
令
は
と
も
に
秩
千
石
以
下
で
、
術
尉
所
属
の
官

で
あ
る
と
さ
れ
る
。
図
示
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

町
付
¥
¥
郎
中
令
||
郎
吏

p
f
b
/
/
中
大
夫
令
|
|
大
夫

(
凪
〉
街
尉
の
官
名
改
師併に
際
し
て
、
そ
の
嵐
官
た
る
中
大
夫
令
の
官
名
を

冠
す
と
い
う
の
は
、
少
々
不
思
議
で
は
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
、
術
尉

か
ら
全
く
溺
立
し
た
官
の
名
穏
を
用
い
る
よ
り
は
、
あ
り
得
る
欣
況
か

と
思
わ
れ
る
。
従

っ
て
、
労
斡
が

「
秦
漢
九
卿
考
」
(
註
(
辺
)
前
掲
)

に
お
い
て
、
「
中
大
夫
令
一
職
漢
時
駿
去
」
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ

り
、
ま
た
、
「
誕
世
無
中
大
夫
令
、
諸
大
夫
廊
於
郎
中
令
」
と
す
る
の

も
、
景
帯
以
前
に
関
し
て
言
え
ば
誤
解
で
あ
ろ
う
。
後
述
す
る
よ
う

に
、
大
夫
が
郎
中
令
に
属
す
よ
う
に
な
る
の
は
、
景
一
一
帝
後
元
年
以
降
で

あ
ろ
う
。

(
日
)
以
上
の
経
緯
を
図
示
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

・
景
脅
初
年
以
前

術

尉

|

|
中
大
夫
令
|
|
大
夫

郎

中

令

|

|
郎
吏

-
景
一一
帝
初
年

1
景
一帝
後
元
年

中
大
夫
令
|

|ム
人
夫

(
本
の
術
尉
)

郎

中

令

|

l
郎
吏

-
且
間
企
帝
後
元
年
以
降

¥
¥
大
夫

郎

中

令

E

/

/

郎
吏

〈白
山
)

註
(
ロ
)
前
個
別
『
初
皐
記
』
参
照
。

〈m
出〉

滋
初
か
ら宣一帝一
時
代
ま
で
の
大
夫
就
任
者
の
う
ち
、
儒
暴
を
修
め
た

者
の
割
合
は
次
の
如
き
で
あ
る
。

-
諌

大

夫

l
l
一
七
人
中
一
一
一
一
人
(
七
七
%
〉

・
太
中
大
夫
|
|一一一

人

中

五

人

(
二
四
%
)

・
中

大

夫
|

|

九
人
中

四
人

(
四
四
%
)

・
光
線
大
夫
|
|
一
八
人
中

五
人
(
二
七

%
)

諌
大
夫
に
関
し
て
、
特
に
比
率
が
高
い

こ
と
が
確
認
で
き
る
。
な
お
、

宣一帝一時
代
を
以
て
下
限
と
し
た
の
は
、
諌
大
夫
設
置
蛍
初
の
紋
況
を
よ

り
正
確
に
反
映
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
。
元
帯
以
降
に
は
、

官
界
に
も
か

な
り
儒
翠
が
浸
透
し
て
お
り
、

諌
大
夫
だ
け
で
な
く
、
光
線
大
夫

・
太

中
大
夫
お
よ
び
他
の
官
職
に
つ
い
て
も
、

儒
者
の
比
率
は
高
く
な
っ
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。

(
日
〉
同
様
の
例
と
し
て
は
次
の
も
の
が
あ
る
。

・
周
堪
|

|
一
志
帝
時
代
に
、
光
藤
勅
か
ら
河
東
太
守
に
左
遷
さ
れ
た

の
ち
、
再
び
徴
さ
れ
て
光
蔽
大
夫

・
領
向
書
事
と
な
る

(
『
漢
書
』
各
三
六
劉
向
俸
)
。

・
予
忠
|

|
廷
尉
か
ら
、
成
帯
建
始
二
年
に
諸
吏
・
左
瞥

・
光
線
大
夫

と
な
り
、

翌
年
、
御
史
大
夫
と
な
る
ハ
『
漢
書
』
各

一
九

下
百
官
表
下
)
。

(
臼
〉
大
庭
備
氏
は
「
漢
王
朝
の
支
配
機
構
L

(
註
(
1

)

前
掲
〉
第
二
節

「官
名
改
稿
の
持
つ
意
味
」
に
お
い
て
、
太
初
元
年
の
官
制
改
革
の
結
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果
登
場
し
た
、
京
兆
予
・
執
金
吾
・
光
藤
勅
・
大
鴻
艦
等
の
従
来
と
は

全
く
異
質
な
、
一
意
味
の
取
り
に
く
い
官
名
に
は
、
そ
の
背
景
に
受
命
改

制
の
思
想
が
あ
る
と
推
測
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
名
稽
自
桂
の

一
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
は
、
「
に
わ
か
に
は
結
論
が
得
ら
れ
そ
う

も
な
い
」
と
し
て
、
判
断
を
保
留
し
て
お
ら
れ
る
。

(
印
)
こ
こ
に
引
か
れ
た
感
勧
誘
と
は
、
感
勧
『
漢
官
儀
』
の
記
述
の
節
略

で
あ
り
、
孫
星
術
輯
本
を
『
太
卒
御
覧
』

・
「
初
夢
記
』
な
ど
に
よ
り
校

訂
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

光
明
也
、
機
爵
也
、
勅
功
也
、

言
光
線
典
郎
・
謁
者
・

虎
責

・
弱

林
、
翠
不
失
徳
、
賞
不
失
凪
刀
、
故
日
光
稼
動
。

ま
た
、
如
淳
の
い
う
胡
公
と
は
胡
庚
の
こ
と
で
、
『
惰
書
』
各
二
八
経

籍
志
二
に
「
渓
官
解
詰
三
篇
、
漢
新
汲
令
王
隆
撲
、
胡
庚
注
」
と
著
録

241 

さ
れ
た
「
漢
官
解
詰
注
』
の
侠
文
で
あ
ろ
う
。

(
臼
)

『
通
典
』

巻
二
五
職
官
七
・

光
藤
卿。

後
漢
日
光
線
動
:
:
:
、
有
獄
在
殿
門
外
、
謂
之
光
線
外
部
O
i---

梁
除
勅
字
、
謂
之
光
藤
卿。

(臼〉

永
田
英
正
「
後
漢
の
一一一
公
に
み
ら
れ
る
起
家
と
出
自
」

(
註
(
却
〉
前

掲
〉
お
よ
び
同

「漢
代
の
選
患
と
官
僚
階
級
」

(
『
東
方
皐
報
京
都
』

第
四
一
加
京
都
大
祭
人
文
科
同
学
研
究
所

一

九

七
O
〉
参
照
。

(
日
)

註
(日
〉前
掲
『
E

白
書
』
職
官
志
。

(
臼
)

『
大
唐
六
典
』
巻
一
五
光
藤
寺
保
。

(
日
)

宮
崎
市
定

『
九
品
官
人
法
の
研
究
|
科
翠
前
史
|」
(
『
宮
崎
市
定

全
集
』
六

東

京

岩

波
書
広
一

九
九
二
、

初
出
は
東
洋
史
研
究
舎

一
九
五
六
)
参
照
。
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表 2 大夫からの遜縛

光蔽大夫|太中大夫|中大夫|諌大夫|光線大夫|太中大夫|中散大夫|諌議大夫|

10 1 1 8 

諸井寺軍 6 4 l 1 l 

中二千石 26 6 2 9 2 

二千 石 8 3 2 3 2 

比二千石 7 4 1 10 4 8 2 5 

郡図守相 17 5 6 10 4 5 1 4 

克・諒殺 10 6 4 2 2 1 

卒 ・錦老 7 2 3 6 6 2 6 

その 他 1 3 8 2 5 10 

i口h 9 27 

* 表3と合計人数が異なるのは，官歴不明者を除外したためである。

* * 三公とは.?E相 ・御史大夫 ・大司馬 ・太尉 ・司徒・司空の総務。
本本*郡図守相には，郡者間:t. j十11伎を含む。

表 3 大夫就任直前の官

前 漢 後 漢

|光線大夫|太中大失|中 大夫|諌大夫|光線大夫|太中大夫|中散大夫!談議大夫

o (1) (8) (5) 

見守 軍 2(2) 1 (1) 1 

中二千石 4(2) 5(1) 5(1) 1 1 

二千石 3 (1) 

比二千石 6 1 (2) 4 (1) 1 2 

郡図守相 8(4) 2 (1) (5) 3 11(1) 1(1) 6(1) 

l孫、 メτ弘3、 2 1 (1) 2(3) 1 1 

御 史 1 2 1 1 

車IJ 史 3 2 1(1) 1 

侍- 土 4 2 2 

大 夫 3 (1) 

民日 吏 5 5 1 13 1 3 

千 石 5 1 4 l 

六 百 石 1 2 2 2 1 1 

その他 15 7 1 8 6 9 1 8 

lロL 計 I68 7 6 

* 表2と合計人数が異なるのは，官歴不明者を除外したためである。

*キ ( )内の数字は，故その官であったことを示す。

*本本郡図守相には，郡都尉 .;J十11放を含む。
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GUANG-LU-XUN光線ill AND DA-FU 大夫

　　　　　

IN THE HAN DYNASTY

YONEDA Takeshi

　　

As is generally known, in the Han period, lang-guan郎官was not

only a bodyguard of the emperor, but held an important position, as ａ

candidate for the ｏ伍cial, under the ｏ伍cial recruitment system. Although,

hitherto, guang-Iu-χｕｎ光禄勅, to which lang-guan belonged, has been

merely considered ａ superintendent of guards for the imperial palace. It

is necessary　to　ｅχamine　the　relation　of　guang-lu-χun　to　the　ｏ伍cial

recruitment system｡

　　

In the firstchapter of this paper, prior to guang-lu-χun, l eχamine the

role played by da-fu 大夫, which was　another　subordinate　official　of

guang-lu-χun. In the second chapter, l give light on the role of guang-

lｕ.χun in the bureaucracy of the Han dynasty. My conclusions are as

follows:

　　

Da-fu was the councelor of the emperor and, especially in the 臼st

half of the former Han, was ｅχtremely helpful to strengthening the autho-

rity of the emperor. At the same time, similar to lang-guan, da-fu played

an important role as ａ candidate for the ｏ伍cial. However, after Wang

Mang period, in the later Han, da-fu had gradually lost these roles｡

　　

Guang-lu-χun, which held candidates for ｏ伍cials,lang-guan and da-fu,

was not only ａ superintendent of guards for the imperial palace, but also

ａ source of the official supply to the bureaucracy of the Han dynasty.

The title of‘guang-lu-χｕｎ’indicates the roles of itself:‘guang-lu' means

the role of supplying the officials to the bureaucracy,χｕｎ’ means the role

of guard for the imperial palace.

１


